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改    正    後 改    正    前 

「電算関係税関業務事務処理要領」（税関手続関連 共通編） -共通手続- 

 

第１章 総括事項 

第１節 （省略） 

第２節 許可・承認等の番号体系 

システムを使用した各種の税関手続の際に払い出される番号の体系は、次による。 

１ システム処理による申告・申請等の番号体系 

(1)から(29)まで （省略） 

(30) 担保提供命令通知番号 

イ １桁目  ： 「Ｍ」（固定） 

ロ ２桁目及び３桁目 ： 税関官署コード（「業務コード集」参照） 

ハ ４桁目及び５桁目 ： システム処理年（西暦）（下２桁） 

ニ ６桁目から 13桁目 ： システムから自動的に払い出される番号 

ホ 14桁目  ： チェック・デジット（６桁目から 13桁目までを対象） 

ヘ 15桁目  ： 枝番号（最初は「０」が付される。） 

（例） Ｍ １Ａ ２６ １２３４５６７８ １ ０ 

イ  ロ  ハ     ニ     ホ ヘ 

２ （省略） 

［付表１］及び［付表２］ （省略） 

第３節 再出力業務 

システムを使用した申告・申請等又は許可・承認等に関してシステムに保存されている出力情報に ついて

再出力を行う場合は、この節の定めるところによる。 

１及び２ （省略） 

［付表］再出力情報一覧表 

（表１） （省略） 

（表２） 

項

番 
出力情報名 

出力情報コー

ド 
固有情報１※ 

（省略） 

427 担保提供命令通知書情報 ＣＡＦ３８１ 申告等番号 

428 担保提供命令通知書(酒税・たばこ税)情報 ＣＡＦ３８２ 申告等番号 

429 担保提供命令変更通知書情報 ＣＡＦ３８３ 申告等番号 

430 担保提供命令通知書取消通知情報 ＣＡＦ３８４ 申告等番号 

431 汎用申請控情報 ＣＡＬ００２ 汎用申請受理番号 

432 汎用申請変更控情報 ＣＡＬ００４ 汎用申請受理番号 

433 汎用申請手数料等納付申請控情報 ＣＡＬ０５１ 汎用申請受理番号 

434 汎用申請手数料等納付申請変更控情報 ＣＡＬ０５３ 汎用申請受理番号 

435 とん税等納付申告控情報 ＳＡＡ０１６ 
とん税等納付申告

番号 

436 不開港出入許可申請控情報 ＳＡＡ０２０ 
不開港出入許可申

請番号 

437 内国貨物運送申告控情報 ＳＡＡ０３０ 
内国貨物運送申告

番号 

438 内国貨物運送申告訂正控情報 ＳＡＡ０３３ 
内国貨物運送申告

番号 

439 内国貨物運送承認訂正・取消控情報 ＳＡＡ０３４ 
内国貨物運送申告

番号 

440 内国貨物運送期間延長申請控情報 ＳＡＡ０３６ 
内国貨物運送申告

番号 

441 船舶資格変更届控情報 ＳＡＡ１５０ 届出受理番号 

「電算関係税関業務事務処理要領」（税関手続関連 共通編） -共通手続- 

 

第１章 総括事項 

第１節 （同左） 

第２節 許可・承認等の番号体系 

システムを使用した各種の税関手続の際に払い出される番号の体系は、次による。 

１ システム処理による申告・申請等の番号体系 

(1)から(29)まで （同左） 

(30) （新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （同左） 

［付表１］及び［付表２］ （同左） 

第３節 再出力業務 

システムを使用した申告・申請等又は許可・承認等に関してシステムに保存されている出力情報に ついて

再出力を行う場合は、この節の定めるところによる。 

１及び２ （同左） 

［付表］再出力情報一覧表 

（表１） （同左） 

（表２） 

項

番 
出力情報名 

出力情報コー

ド 
固有情報１※ 

（同左） 

（新規） 

427 汎用申請控情報 ＣＡＬ００２ 汎用申請受理番号 

428 汎用申請変更控情報 ＣＡＬ００４ 汎用申請受理番号 

429 汎用申請手数料等納付申請控情報 ＣＡＬ０５１ 汎用申請受理番号 

430 汎用申請手数料等納付申請変更控情報 ＣＡＬ０５３ 汎用申請受理番号 

431 とん税等納付申告控情報 ＳＡＡ０１６ 
とん税等納付申告

番号 

432 不開港出入許可申請控情報 ＳＡＡ０２０ 
不開港出入許可申

請番号 

433 内国貨物運送申告控情報 ＳＡＡ０３０ 
内国貨物運送申告

番号 

434 内国貨物運送申告訂正控情報 ＳＡＡ０３３ 
内国貨物運送申告

番号 

435 内国貨物運送承認訂正・取消控情報 ＳＡＡ０３４ 
内国貨物運送申告

番号 

436 内国貨物運送期間延長申請控情報 ＳＡＡ０３６ 
内国貨物運送申告

番号 

437 船舶資格変更届控情報 ＳＡＡ１５０ 届出受理番号 
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442 船舶資格変更届訂正・取消控情報 ＳＡＡ１５１ 届出受理番号 

443 展示等申告控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１１Ｃ 申告等番号 

444 展示等申告控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１２Ｃ 申告等番号 

445 展示等申告控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１３Ｃ 申告等番号 

446 蔵出輸入（引取）申告控（簡易）情報 ＳＡＤ１５Ｃ 申告等番号 

447 輸入申告控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＡＣ 申告等番号 

448 輸入申告控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＡＤ 申告等番号 

449 輸入申告変更控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＡＦ 申告等番号 

450 輸入申告控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＢＣ 申告等番号 

451 輸入申告控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＢＤ 申告等番号 

452 輸入申告変更控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＢＦ 申告等番号 

453 輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＢＫ 申告等番号 

454 輸入許可前貨物引取承認申請控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＢＬ 申告等番号 

455 
輸入許可前貨物引取承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｂ）

情報 
ＳＡＤ１ＢＮ 申告等番号 

456 輸入申告控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＣＣ 申告等番号 

457 輸入申告控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＣＤ 申告等番号 

458 輸入申告変更控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＣＦ 申告等番号 

459 輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＣＫ 申告等番号 

460 輸入許可前貨物引取承認申請控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＣＬ 申告等番号 

461 
輸入許可前貨物引取承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｃ）

情報 
ＳＡＤ１ＣＮ 申告等番号 

462 輸入（引取）申告控（簡易）情報 ＳＡＤ１ＥＣ 申告等番号 

463 輸入（引取）申告控（予備申告／簡易）情報 ＳＡＤ１ＥＤ 申告等番号 

464 輸入（引取）申告変更控（予備申告／簡易）情報 ＳＡＤ１ＥＦ 申告等番号 

465 蔵出輸入申告控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＧＣ 申告等番号 

466 蔵出輸入申告控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＨＣ 申告等番号 

467 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＨＫ 申告等番号 

468 蔵出輸入申告控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＪＣ 申告等番号 

469 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＪＫ 申告等番号 

470 移出輸入申告控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＫＣ 申告等番号 

471 移出輸入申告控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＬＣ 申告等番号 

472 移出輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＬＫ 申告等番号 

473 移出輸入申告控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＭＣ 申告等番号 

474 移出輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＭＫ 申告等番号 

475 総保出輸入申告控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＮＣ 申告等番号 

476 総保出輸入申告控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＰＣ 申告等番号 

477 総保出輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＰＫ 申告等番号 

478 総保出輸入申告控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＱＣ 申告等番号 

479 総保出輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＱＫ 申告等番号 

480 蔵入承認申請控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＲＣ 申告等番号 

481 蔵入承認申請控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＲＤ 申告等番号 

482 蔵入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＲＦ 申告等番号 

483 蔵入承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＳＣ 申告等番号 

484 蔵入承認申請控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＳＤ 申告等番号 

485 蔵入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＳＦ 申告等番号 

486 蔵入承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＴＣ 申告等番号 

487 蔵入承認申請控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＴＤ 申告等番号 

488 蔵入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＴＦ 申告等番号 

438 船舶資格変更届訂正・取消控情報 ＳＡＡ１５１ 届出受理番号 

439 展示等申告控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１１Ｃ 申告等番号 

440 展示等申告控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１２Ｃ 申告等番号 

441 展示等申告控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１３Ｃ 申告等番号 

442 蔵出輸入（引取）申告控（簡易）情報 ＳＡＤ１５Ｃ 申告等番号 

443 輸入申告控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＡＣ 申告等番号 

444 輸入申告控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＡＤ 申告等番号 

445 輸入申告変更控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＡＦ 申告等番号 

446 輸入申告控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＢＣ 申告等番号 

447 輸入申告控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＢＤ 申告等番号 

448 輸入申告変更控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＢＦ 申告等番号 

449 輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＢＫ 申告等番号 

450 輸入許可前貨物引取承認申請控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＢＬ 申告等番号 

451 
輸入許可前貨物引取承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｂ）

情報 
ＳＡＤ１ＢＮ 申告等番号 

452 輸入申告控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＣＣ 申告等番号 

453 輸入申告控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＣＤ 申告等番号 

454 輸入申告変更控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＣＦ 申告等番号 

455 輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＣＫ 申告等番号 

456 輸入許可前貨物引取承認申請控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＣＬ 申告等番号 

457 
輸入許可前貨物引取承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｃ）

情報 
ＳＡＤ１ＣＮ 申告等番号 

458 輸入（引取）申告控（簡易）情報 ＳＡＤ１ＥＣ 申告等番号 

459 輸入（引取）申告控（予備申告／簡易）情報 ＳＡＤ１ＥＤ 申告等番号 

460 輸入（引取）申告変更控（予備申告／簡易）情報 ＳＡＤ１ＥＦ 申告等番号 

461 蔵出輸入申告控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＧＣ 申告等番号 

462 蔵出輸入申告控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＨＣ 申告等番号 

463 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＨＫ 申告等番号 

464 蔵出輸入申告控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＪＣ 申告等番号 

465 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＪＫ 申告等番号 

466 移出輸入申告控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＫＣ 申告等番号 

467 移出輸入申告控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＬＣ 申告等番号 

468 移出輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＬＫ 申告等番号 

469 移出輸入申告控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＭＣ 申告等番号 

470 移出輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＭＫ 申告等番号 

471 総保出輸入申告控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＮＣ 申告等番号 

472 総保出輸入申告控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＰＣ 申告等番号 

473 総保出輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＰＫ 申告等番号 

474 総保出輸入申告控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＱＣ 申告等番号 

475 総保出輸入許可前貨物引取承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＱＫ 申告等番号 

476 蔵入承認申請控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＲＣ 申告等番号 

477 蔵入承認申請控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＲＤ 申告等番号 

478 蔵入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＲＦ 申告等番号 

479 蔵入承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＳＣ 申告等番号 

480 蔵入承認申請控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＳＤ 申告等番号 

481 蔵入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＳＦ 申告等番号 

482 蔵入承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＴＣ 申告等番号 

483 蔵入承認申請控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＴＤ 申告等番号 

484 蔵入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＴＦ 申告等番号 
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489 移入承認申請控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＵＣ 申告等番号 

490 移入承認申請控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＵＤ 申告等番号 

491 移入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＵＦ 申告等番号 

492 移入承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＶＣ 申告等番号 

493 移入承認申請控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＶＤ 申告等番号 

494 移入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＶＦ 申告等番号 

495 移入承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＷＣ 申告等番号 

496 移入承認申請控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＷＤ 申告等番号 

497 移入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＷＦ 申告等番号 

498 総保入承認申請控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＸＣ 申告等番号 

499 総保入承認申請控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＸＤ 申告等番号 

500 総保入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＸＦ 申告等番号 

501 総保入承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＹＣ 申告等番号 

502 総保入承認申請控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＹＤ 申告等番号 

503 総保入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＹＦ 申告等番号 

504 総保入承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＺＣ 申告等番号 

505 総保入承認申請控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＺＤ 申告等番号 

506 総保入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＺＦ 申告等番号 

507 展示等申告控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２１Ｃ 申告等番号 

508 展示等申告変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２１Ｅ 申告等番号 

509 展示等申告控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２２Ｃ 申告等番号 

510 展示等申告変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２２Ｅ 申告等番号 

511 展示等申告控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２３Ｃ 申告等番号 

512 展示等申告変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２３Ｅ 申告等番号 

513 蔵出輸入（引取）申告控（書類）情報 ＳＡＤ２５Ｃ 申告等番号 

514 蔵出輸入（引取）申告変更控（書類）情報 ＳＡＤ２５Ｅ 申告等番号 

515 輸入申告控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＡＣ 申告等番号 

516 輸入申告控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＡＤ 申告等番号 

517 輸入申告変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＡＥ 申告等番号 

518 輸入申告変更控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＡＦ 申告等番号 

519 輸入申告控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＣ 申告等番号 

520 輸入申告控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＤ 申告等番号 

521 輸入申告変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＥ 申告等番号 

522 輸入申告変更控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＦ 申告等番号 

523 輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＫ 申告等番号 

524 輸入許可前貨物引取承認申請控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＬ 申告等番号 

525 輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＭ 申告等番号 

526 
輸入許可前貨物引取承認申請変更控（予備申告／書類／Ｂ）

情報 
ＳＡＤ２ＢＮ 申告等番号 

527 輸入申告控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＣ 申告等番号 

528 輸入申告控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＤ 申告等番号 

529 輸入申告変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＥ 申告等番号 

530 輸入申告変更控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＦ 申告等番号 

531 輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＫ 申告等番号 

532 輸入許可前貨物引取承認申請控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＬ 申告等番号 

533 輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＭ 申告等番号 

534 
輸入許可前貨物引取承認申請変更控（予備申告／書類／Ｃ）

情報 
ＳＡＤ２ＣＮ 申告等番号 

535 輸入（引取）申告控（書類）情報 ＳＡＤ２ＥＣ 申告等番号 

485 移入承認申請控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＵＣ 申告等番号 

486 移入承認申請控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＵＤ 申告等番号 

487 移入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＵＦ 申告等番号 

488 移入承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＶＣ 申告等番号 

489 移入承認申請控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＶＤ 申告等番号 

490 移入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＶＦ 申告等番号 

491 移入承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＷＣ 申告等番号 

492 移入承認申請控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＷＤ 申告等番号 

493 移入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＷＦ 申告等番号 

494 総保入承認申請控（簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＸＣ 申告等番号 

495 総保入承認申請控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＸＤ 申告等番号 

496 総保入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ａ）情報 ＳＡＤ１ＸＦ 申告等番号 

497 総保入承認申請控（簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＹＣ 申告等番号 

498 総保入承認申請控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＹＤ 申告等番号 

499 総保入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｂ）情報 ＳＡＤ１ＹＦ 申告等番号 

500 総保入承認申請控（簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＺＣ 申告等番号 

501 総保入承認申請控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＺＤ 申告等番号 

502 総保入承認申請変更控（予備申告／簡易／Ｃ）情報 ＳＡＤ１ＺＦ 申告等番号 

503 展示等申告控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２１Ｃ 申告等番号 

504 展示等申告変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２１Ｅ 申告等番号 

505 展示等申告控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２２Ｃ 申告等番号 

506 展示等申告変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２２Ｅ 申告等番号 

507 展示等申告控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２３Ｃ 申告等番号 

508 展示等申告変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２３Ｅ 申告等番号 

509 蔵出輸入（引取）申告控（書類）情報 ＳＡＤ２５Ｃ 申告等番号 

510 蔵出輸入（引取）申告変更控（書類）情報 ＳＡＤ２５Ｅ 申告等番号 

511 輸入申告控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＡＣ 申告等番号 

512 輸入申告控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＡＤ 申告等番号 

513 輸入申告変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＡＥ 申告等番号 

514 輸入申告変更控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＡＦ 申告等番号 

515 輸入申告控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＣ 申告等番号 

516 輸入申告控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＤ 申告等番号 

517 輸入申告変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＥ 申告等番号 

518 輸入申告変更控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＦ 申告等番号 

519 輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＫ 申告等番号 

520 輸入許可前貨物引取承認申請控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＬ 申告等番号 

521 輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＢＭ 申告等番号 

522 
輸入許可前貨物引取承認申請変更控（予備申告／書類／Ｂ）

情報 
ＳＡＤ２ＢＮ 申告等番号 

523 輸入申告控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＣ 申告等番号 

524 輸入申告控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＤ 申告等番号 

525 輸入申告変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＥ 申告等番号 

526 輸入申告変更控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＦ 申告等番号 

527 輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＫ 申告等番号 

528 輸入許可前貨物引取承認申請控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＬ 申告等番号 

529 輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＣＭ 申告等番号 

530 
輸入許可前貨物引取承認申請変更控（予備申告／書類／Ｃ）

情報 
ＳＡＤ２ＣＮ 申告等番号 

531 輸入（引取）申告控（書類）情報 ＳＡＤ２ＥＣ 申告等番号 
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改    正    後 改    正    前 

536 輸入（引取）申告控（予備申告／書類）情報 ＳＡＤ２ＥＤ 申告等番号 

537 輸入（引取）申告変更控（書類）情報 ＳＡＤ２ＥＥ 申告等番号 

538 輸入（引取）申告変更控（予備申告／書類）情報 ＳＡＤ２ＥＦ 申告等番号 

539 蔵出輸入申告控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＧＣ 申告等番号 

540 蔵出輸入申告変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＧＥ 申告等番号 

541 蔵出輸入申告控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＨＣ 申告等番号 

542 蔵出輸入申告変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＨＥ 申告等番号 

543 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＨＫ 申告等番号 

544 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＨＭ 申告等番号 

545 蔵出輸入申告控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＪＣ 申告等番号 

546 蔵出輸入申告変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＪＥ 申告等番号 

547 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＪＫ 申告等番号 

548 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＪＭ 申告等番号 

549 移出輸入申告控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＫＣ 申告等番号 

550 移出輸入申告変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＫＥ 申告等番号 

551 移出輸入申告控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＬＣ 申告等番号 

552 移出輸入申告変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＬＥ 申告等番号 

553 移出輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＬＫ 申告等番号 

554 移出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＬＭ 申告等番号 

555 移出輸入申告控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＭＣ 申告等番号 

556 移出輸入申告変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＭＥ 申告等番号 

557 移出輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＭＫ 申告等番号 

558 移出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＭＭ 申告等番号 

559 総保出輸入申告控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＮＣ 申告等番号 

560 総保出輸入申告変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＮＥ 申告等番号 

561 総保出輸入申告控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＰＣ 申告等番号 

562 総保出輸入申告変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＰＥ 申告等番号 

563 総保出輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＰＫ 申告等番号 

564 総保出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＰＭ 申告等番号 

565 総保出輸入申告控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＱＣ 申告等番号 

566 総保出輸入申告変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＱＥ 申告等番号 

567 総保出輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＱＫ 申告等番号 

568 総保出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＱＭ 申告等番号 

569 蔵入承認申請控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＲＣ 申告等番号 

570 蔵入承認申請控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＲＤ 申告等番号 

571 蔵入承認申請変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＲＥ 申告等番号 

572 蔵入承認申請変更控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＲＦ 申告等番号 

573 蔵入承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＳＣ 申告等番号 

574 蔵入承認申請控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＳＤ 申告等番号 

575 蔵入承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＳＥ 申告等番号 

576 蔵入承認申請変更控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＳＦ 申告等番号 

577 蔵入承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＴＣ 申告等番号 

578 蔵入承認申請控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＴＤ 申告等番号 

579 蔵入承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＴＥ 申告等番号 

580 蔵入承認申請変更控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＴＦ 申告等番号 

581 移入承認申請控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＵＣ 申告等番号 

582 移入承認申請控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＵＤ 申告等番号 

583 移入承認申請変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＵＥ 申告等番号 

584 移入承認申請変更控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＵＦ 申告等番号 

532 輸入（引取）申告控（予備申告／書類）情報 ＳＡＤ２ＥＤ 申告等番号 

533 輸入（引取）申告変更控（書類）情報 ＳＡＤ２ＥＥ 申告等番号 

534 輸入（引取）申告変更控（予備申告／書類）情報 ＳＡＤ２ＥＦ 申告等番号 

535 蔵出輸入申告控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＧＣ 申告等番号 

536 蔵出輸入申告変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＧＥ 申告等番号 

537 蔵出輸入申告控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＨＣ 申告等番号 

538 蔵出輸入申告変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＨＥ 申告等番号 

539 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＨＫ 申告等番号 

540 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＨＭ 申告等番号 

541 蔵出輸入申告控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＪＣ 申告等番号 

542 蔵出輸入申告変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＪＥ 申告等番号 

543 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＪＫ 申告等番号 

544 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＪＭ 申告等番号 

545 移出輸入申告控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＫＣ 申告等番号 

546 移出輸入申告変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＫＥ 申告等番号 

547 移出輸入申告控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＬＣ 申告等番号 

548 移出輸入申告変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＬＥ 申告等番号 

549 移出輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＬＫ 申告等番号 

550 移出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＬＭ 申告等番号 

551 移出輸入申告控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＭＣ 申告等番号 

552 移出輸入申告変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＭＥ 申告等番号 

553 移出輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＭＫ 申告等番号 

554 移出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＭＭ 申告等番号 

555 総保出輸入申告控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＮＣ 申告等番号 

556 総保出輸入申告変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＮＥ 申告等番号 

557 総保出輸入申告控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＰＣ 申告等番号 

558 総保出輸入申告変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＰＥ 申告等番号 

559 総保出輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＰＫ 申告等番号 

560 総保出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＰＭ 申告等番号 

561 総保出輸入申告控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＱＣ 申告等番号 

562 総保出輸入申告変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＱＥ 申告等番号 

563 総保出輸入許可前貨物引取承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＱＫ 申告等番号 

564 総保出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＱＭ 申告等番号 

565 蔵入承認申請控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＲＣ 申告等番号 

566 蔵入承認申請控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＲＤ 申告等番号 

567 蔵入承認申請変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＲＥ 申告等番号 

568 蔵入承認申請変更控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＲＦ 申告等番号 

569 蔵入承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＳＣ 申告等番号 

570 蔵入承認申請控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＳＤ 申告等番号 

571 蔵入承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＳＥ 申告等番号 

572 蔵入承認申請変更控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＳＦ 申告等番号 

573 蔵入承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＴＣ 申告等番号 

574 蔵入承認申請控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＴＤ 申告等番号 

575 蔵入承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＴＥ 申告等番号 

576 蔵入承認申請変更控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＴＦ 申告等番号 

577 移入承認申請控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＵＣ 申告等番号 

578 移入承認申請控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＵＤ 申告等番号 

579 移入承認申請変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＵＥ 申告等番号 

580 移入承認申請変更控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＵＦ 申告等番号 
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改    正    後 改    正    前 

585 移入承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＶＣ 申告等番号 

586 移入承認申請控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＶＤ 申告等番号 

587 移入承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＶＥ 申告等番号 

588 移入承認申請変更控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＶＦ 申告等番号 

589 移入承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＷＣ 申告等番号 

590 移入承認申請控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＷＤ 申告等番号 

591 移入承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＷＥ 申告等番号 

592 移入承認申請変更控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＷＦ 申告等番号 

593 総保入承認申請控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＸＣ 申告等番号 

594 総保入承認申請控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＸＤ 申告等番号 

595 総保入承認申請変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＸＥ 申告等番号 

596 総保入承認申請変更控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＸＦ 申告等番号 

597 総保入承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＹＣ 申告等番号 

598 総保入承認申請控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＹＤ 申告等番号 

599 総保入承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＹＥ 申告等番号 

600 総保入承認申請変更控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＹＦ 申告等番号 

601 総保入承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＺＣ 申告等番号 

602 総保入承認申請控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＺＤ 申告等番号 

603 総保入承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＺＥ 申告等番号 

604 総保入承認申請変更控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＺＦ 申告等番号 

605 展示等申告控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３１Ｃ 申告等番号 

606 展示等申告変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３１Ｅ 申告等番号 

607 展示等申告控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３２Ｃ 申告等番号 

608 展示等申告変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３２Ｅ 申告等番号 

609 展示等申告控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３３Ｃ 申告等番号 

610 展示等申告変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３３Ｅ 申告等番号 

611 蔵出輸入（引取）申告控（検査）情報 ＳＡＤ３５Ｃ 申告等番号 

612 蔵出輸入（引取）申告変更控（検査）情報 ＳＡＤ３５Ｅ 申告等番号 

613 輸入申告控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＡＣ 申告等番号 

614 輸入申告控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＡＤ 申告等番号 

615 輸入申告変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＡＥ 申告等番号 

616 輸入申告変更控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＡＦ 申告等番号 

617 輸入申告控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＣ 申告等番号 

618 輸入申告控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＤ 申告等番号 

619 輸入申告変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＥ 申告等番号 

620 輸入申告変更控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＦ 申告等番号 

621 輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＫ 申告等番号 

622 輸入許可前貨物引取承認申請控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＬ 申告等番号 

623 輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＭ 申告等番号 

624 
輸入許可前貨物引取承認申請変更控（予備申告／検査／Ｂ）

情報 
ＳＡＤ３ＢＮ 申告等番号 

625 輸入申告控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＣ 申告等番号 

626 輸入申告控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＤ 申告等番号 

627 輸入申告変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＥ 申告等番号 

628 輸入申告変更控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＦ 申告等番号 

629 輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＫ 申告等番号 

630 輸入許可前貨物引取承認申請控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＬ 申告等番号 

631 輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＭ 申告等番号 

632 輸入許可前貨物引取承認申請変更控（予備申告／検査／Ｃ） ＳＡＤ３ＣＮ 申告等番号 

581 移入承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＶＣ 申告等番号 

582 移入承認申請控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＶＤ 申告等番号 

583 移入承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＶＥ 申告等番号 

584 移入承認申請変更控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＶＦ 申告等番号 

585 移入承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＷＣ 申告等番号 

586 移入承認申請控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＷＤ 申告等番号 

587 移入承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＷＥ 申告等番号 

588 移入承認申請変更控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＷＦ 申告等番号 

589 総保入承認申請控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＸＣ 申告等番号 

590 総保入承認申請控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＸＤ 申告等番号 

591 総保入承認申請変更控（書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＸＥ 申告等番号 

592 総保入承認申請変更控（予備申告／書類／Ａ）情報 ＳＡＤ２ＸＦ 申告等番号 

593 総保入承認申請控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＹＣ 申告等番号 

594 総保入承認申請控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＹＤ 申告等番号 

595 総保入承認申請変更控（書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＹＥ 申告等番号 

596 総保入承認申請変更控（予備申告／書類／Ｂ）情報 ＳＡＤ２ＹＦ 申告等番号 

597 総保入承認申請控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＺＣ 申告等番号 

598 総保入承認申請控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＺＤ 申告等番号 

599 総保入承認申請変更控（書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＺＥ 申告等番号 

600 総保入承認申請変更控（予備申告／書類／Ｃ）情報 ＳＡＤ２ＺＦ 申告等番号 

601 展示等申告控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３１Ｃ 申告等番号 

602 展示等申告変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３１Ｅ 申告等番号 

603 展示等申告控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３２Ｃ 申告等番号 

604 展示等申告変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３２Ｅ 申告等番号 

605 展示等申告控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３３Ｃ 申告等番号 

606 展示等申告変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３３Ｅ 申告等番号 

607 蔵出輸入（引取）申告控（検査）情報 ＳＡＤ３５Ｃ 申告等番号 

608 蔵出輸入（引取）申告変更控（検査）情報 ＳＡＤ３５Ｅ 申告等番号 

609 輸入申告控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＡＣ 申告等番号 

610 輸入申告控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＡＤ 申告等番号 

611 輸入申告変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＡＥ 申告等番号 

612 輸入申告変更控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＡＦ 申告等番号 

613 輸入申告控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＣ 申告等番号 

614 輸入申告控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＤ 申告等番号 

615 輸入申告変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＥ 申告等番号 

616 輸入申告変更控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＦ 申告等番号 

617 輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＫ 申告等番号 

618 輸入許可前貨物引取承認申請控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＬ 申告等番号 

619 輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＢＭ 申告等番号 

620 
輸入許可前貨物引取承認申請変更控（予備申告／検査／Ｂ）

情報 
ＳＡＤ３ＢＮ 申告等番号 

621 輸入申告控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＣ 申告等番号 

622 輸入申告控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＤ 申告等番号 

623 輸入申告変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＥ 申告等番号 

624 輸入申告変更控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＦ 申告等番号 

625 輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＫ 申告等番号 

626 輸入許可前貨物引取承認申請控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＬ 申告等番号 

627 輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＣＭ 申告等番号 

628 輸入許可前貨物引取承認申請変更控（予備申告／検査／Ｃ） ＳＡＤ３ＣＮ 申告等番号 
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情報 

633 輸入（引取）申告控（検査）情報 ＳＡＤ３ＥＣ 申告等番号 

634 輸入（引取）申告控（予備申告／検査）情報 ＳＡＤ３ＥＤ 申告等番号 

635 輸入（引取）申告変更控（検査）情報 ＳＡＤ３ＥＥ 申告等番号 

636 輸入（引取）申告変更控（予備申告／検査）情報 ＳＡＤ３ＥＦ 申告等番号 

637 蔵出輸入申告控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＧＣ 申告等番号 

638 蔵出輸入申告変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＧＥ 申告等番号 

639 蔵出輸入申告控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＨＣ 申告等番号 

640 蔵出輸入申告変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＨＥ 申告等番号 

641 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＨＫ 申告等番号 

642 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＨＭ 申告等番号 

643 蔵出輸入申告控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＪＣ 申告等番号 

644 蔵出輸入申告変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＪＥ 申告等番号 

645 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＪＫ 申告等番号 

646 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＪＭ 申告等番号 

647 移出輸入申告控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＫＣ 申告等番号 

648 移出輸入申告変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＫＥ 申告等番号 

649 移出輸入申告控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＬＣ 申告等番号 

650 移出輸入申告変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＬＥ 申告等番号 

651 移出輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＬＫ 申告等番号 

652 移出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＬＭ 申告等番号 

653 移出輸入申告控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＭＣ 申告等番号 

654 移出輸入申告変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＭＥ 申告等番号 

655 移出輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＭＫ 申告等番号 

656 移出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＭＭ 申告等番号 

657 総保出輸入申告控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＮＣ 申告等番号 

658 総保出輸入申告変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＮＥ 申告等番号 

659 総保出輸入申告控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＰＣ 申告等番号 

660 総保出輸入申告変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＰＥ 申告等番号 

661 総保出輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＰＫ 申告等番号 

662 総保出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＰＭ 申告等番号 

663 総保出輸入申告控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＱＣ 申告等番号 

664 総保出輸入申告変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＱＥ 申告等番号 

665 総保出輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＱＫ 申告等番号 

666 総保出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＱＭ 申告等番号 

667 蔵入承認申請控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＲＣ 申告等番号 

668 蔵入承認申請控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＲＤ 申告等番号 

669 蔵入承認申請変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＲＥ 申告等番号 

670 蔵入承認申請変更控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＲＦ 申告等番号 

671 蔵入承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＳＣ 申告等番号 

672 蔵入承認申請控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＳＤ 申告等番号 

673 蔵入承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＳＥ 申告等番号 

674 蔵入承認申請変更控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＳＦ 申告等番号 

675 蔵入承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＴＣ 申告等番号 

676 蔵入承認申請控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＴＤ 申告等番号 

677 蔵入承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＴＥ 申告等番号 

678 蔵入承認申請変更控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＴＦ 申告等番号 

679 移入承認申請控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＵＣ 申告等番号 

680 移入承認申請控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＵＤ 申告等番号 

情報 

629 輸入（引取）申告控（検査）情報 ＳＡＤ３ＥＣ 申告等番号 

630 輸入（引取）申告控（予備申告／検査）情報 ＳＡＤ３ＥＤ 申告等番号 

631 輸入（引取）申告変更控（検査）情報 ＳＡＤ３ＥＥ 申告等番号 

632 輸入（引取）申告変更控（予備申告／検査）情報 ＳＡＤ３ＥＦ 申告等番号 

633 蔵出輸入申告控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＧＣ 申告等番号 

634 蔵出輸入申告変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＧＥ 申告等番号 

635 蔵出輸入申告控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＨＣ 申告等番号 

636 蔵出輸入申告変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＨＥ 申告等番号 

637 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＨＫ 申告等番号 

638 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＨＭ 申告等番号 

639 蔵出輸入申告控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＪＣ 申告等番号 

640 蔵出輸入申告変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＪＥ 申告等番号 

641 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＪＫ 申告等番号 

642 蔵出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＪＭ 申告等番号 

643 移出輸入申告控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＫＣ 申告等番号 

644 移出輸入申告変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＫＥ 申告等番号 

645 移出輸入申告控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＬＣ 申告等番号 

646 移出輸入申告変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＬＥ 申告等番号 

647 移出輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＬＫ 申告等番号 

648 移出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＬＭ 申告等番号 

649 移出輸入申告控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＭＣ 申告等番号 

650 移出輸入申告変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＭＥ 申告等番号 

651 移出輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＭＫ 申告等番号 

652 移出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＭＭ 申告等番号 

653 総保出輸入申告控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＮＣ 申告等番号 

654 総保出輸入申告変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＮＥ 申告等番号 

655 総保出輸入申告控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＰＣ 申告等番号 

656 総保出輸入申告変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＰＥ 申告等番号 

657 総保出輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＰＫ 申告等番号 

658 総保出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＰＭ 申告等番号 

659 総保出輸入申告控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＱＣ 申告等番号 

660 総保出輸入申告変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＱＥ 申告等番号 

661 総保出輸入許可前貨物引取承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＱＫ 申告等番号 

662 総保出輸入許可前貨物引取承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＱＭ 申告等番号 

663 蔵入承認申請控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＲＣ 申告等番号 

664 蔵入承認申請控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＲＤ 申告等番号 

665 蔵入承認申請変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＲＥ 申告等番号 

666 蔵入承認申請変更控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＲＦ 申告等番号 

667 蔵入承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＳＣ 申告等番号 

668 蔵入承認申請控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＳＤ 申告等番号 

669 蔵入承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＳＥ 申告等番号 

670 蔵入承認申請変更控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＳＦ 申告等番号 

671 蔵入承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＴＣ 申告等番号 

672 蔵入承認申請控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＴＤ 申告等番号 

673 蔵入承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＴＥ 申告等番号 

674 蔵入承認申請変更控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＴＦ 申告等番号 

675 移入承認申請控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＵＣ 申告等番号 

676 移入承認申請控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＵＤ 申告等番号 
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681 移入承認申請変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＵＥ 申告等番号 

682 移入承認申請変更控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＵＦ 申告等番号 

683 移入承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＶＣ 申告等番号 

684 移入承認申請控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＶＤ 申告等番号 

685 移入承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＶＥ 申告等番号 

686 移入承認申請変更控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＶＦ 申告等番号 

687 移入承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＷＣ 申告等番号 

688 移入承認申請控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＷＤ 申告等番号 

689 移入承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＷＥ 申告等番号 

690 移入承認申請変更控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＷＦ 申告等番号 

691 総保入承認申請控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＸＣ 申告等番号 

692 総保入承認申請控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＸＤ 申告等番号 

693 総保入承認申請変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＸＥ 申告等番号 

694 総保入承認申請変更控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＸＦ 申告等番号 

695 総保入承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＹＣ 申告等番号 

696 総保入承認申請控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＹＤ 申告等番号 

697 総保入承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＹＥ 申告等番号 

698 総保入承認申請変更控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＹＦ 申告等番号 

699 総保入承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＺＣ 申告等番号 

700 総保入承認申請控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＺＤ 申告等番号 

701 総保入承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＺＥ 申告等番号 

702 総保入承認申請変更控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＺＦ 申告等番号 

703 輸入申告控（沖縄特免制度）情報 ＳＡＤ４０３ 輸入申告番号 

704 輸入許可前貨物引取承認申請控（沖縄特免制度）情報 ＳＡＤ４０４ 輸入申告番号 

705 輸入申告変更控（沖縄特免制度）情報 ＳＡＤ４０５ 輸入申告番号 

706 輸入許可前貨物引取承認申請変更控（沖縄特免制度）情報 ＳＡＤ４０６ 輸入申告番号 

707 石油製品等移出輸入申告控（Ａ）情報 ＳＡＤ４５０ 移出輸入申告番号 

708 石油製品等移出輸入申告控（Ｂ）情報 ＳＡＤ４５１ 移出輸入申告番号 

709 石油製品等総保出輸入申告控（Ａ）情報 ＳＡＤ４５２ 移出輸入申告番号 

710 石油製品等総保出輸入申告控（Ｂ）情報 ＳＡＤ４５３ 移出輸入申告番号 

711 石油製品等移出輸入申告変更控（Ａ）情報 ＳＡＤ４５４ 移出輸入申告番号 

712 石油製品等移出輸入申告変更控（Ｂ）情報 ＳＡＤ４５５ 移出輸入申告番号 

713 石油製品等総保出輸入申告変更控（Ａ）情報 ＳＡＤ４５６ 移出輸入申告番号 

714 石油製品等総保出輸入申告変更控（Ｂ）情報 ＳＡＤ４５７ 移出輸入申告番号 

715 修正申告控情報 ＳＡＤ４７１ 修正申告番号 

716 関税等更正請求控情報 ＳＡＤ４７６ 更正請求番号 

717 石油石炭税納税申告控情報 ＳＡＤ６４３ 
石油石炭税納税申

告番号 

718 特例申告控（Ａ）情報 ＳＡＤＢＡＣ 申告等番号 

719 特例申告控（Ｂ）情報 ＳＡＤＢＢＣ 申告等番号 

720 特例申告控（Ｃ）情報 ＳＡＤＢＣＣ 申告等番号 

721 特例申告納期限延長申請（酒税・たばこ税）控（Ｂ）情報 ＳＡＤＣＢＣ 申告等番号 

722 特例申告納期限延長申請（酒税・たばこ税）控（Ｃ）情報 ＳＡＤＣＣＣ 申告等番号 

723 一括特例申告控情報 ＳＡＤＤＣＣ 一括特例申告番号 

724 特例申告期限内訂正控（Ａ）情報 ＳＡＤＦＡＣ 申告等番号 

725 特例申告期限内訂正控（Ｂ）情報 ＳＡＤＦＢＣ 申告等番号 

726 特例申告期限内訂正控（Ｃ）情報 ＳＡＤＦＣＣ 申告等番号 

727 積戻し申告控情報（大額／簡易） ＳＡＥ１ＡＤ 申告等番号 

728 積戻し申告変更控情報（大額／簡易） ＳＡＥ１ＡＥ 申告等番号 

677 移入承認申請変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＵＥ 申告等番号 

678 移入承認申請変更控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＵＦ 申告等番号 

679 移入承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＶＣ 申告等番号 

680 移入承認申請控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＶＤ 申告等番号 

681 移入承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＶＥ 申告等番号 

682 移入承認申請変更控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＶＦ 申告等番号 

683 移入承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＷＣ 申告等番号 

684 移入承認申請控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＷＤ 申告等番号 

685 移入承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＷＥ 申告等番号 

686 移入承認申請変更控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＷＦ 申告等番号 

687 総保入承認申請控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＸＣ 申告等番号 

688 総保入承認申請控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＸＤ 申告等番号 

689 総保入承認申請変更控（検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＸＥ 申告等番号 

690 総保入承認申請変更控（予備申告／検査／Ａ）情報 ＳＡＤ３ＸＦ 申告等番号 

691 総保入承認申請控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＹＣ 申告等番号 

692 総保入承認申請控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＹＤ 申告等番号 

693 総保入承認申請変更控（検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＹＥ 申告等番号 

694 総保入承認申請変更控（予備申告／検査／Ｂ）情報 ＳＡＤ３ＹＦ 申告等番号 

695 総保入承認申請控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＺＣ 申告等番号 

696 総保入承認申請控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＺＤ 申告等番号 

697 総保入承認申請変更控（検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＺＥ 申告等番号 

698 総保入承認申請変更控（予備申告／検査／Ｃ）情報 ＳＡＤ３ＺＦ 申告等番号 

699 輸入申告控（沖縄特免制度）情報 ＳＡＤ４０３ 輸入申告番号 

700 輸入許可前貨物引取承認申請控（沖縄特免制度）情報 ＳＡＤ４０４ 輸入申告番号 

701 輸入申告変更控（沖縄特免制度）情報 ＳＡＤ４０５ 輸入申告番号 

702 輸入許可前貨物引取承認申請変更控（沖縄特免制度）情報 ＳＡＤ４０６ 輸入申告番号 

703 石油製品等移出輸入申告控（Ａ）情報 ＳＡＤ４５０ 移出輸入申告番号 

704 石油製品等移出輸入申告控（Ｂ）情報 ＳＡＤ４５１ 移出輸入申告番号 

705 石油製品等総保出輸入申告控（Ａ）情報 ＳＡＤ４５２ 移出輸入申告番号 

706 石油製品等総保出輸入申告控（Ｂ）情報 ＳＡＤ４５３ 移出輸入申告番号 

707 石油製品等移出輸入申告変更控（Ａ）情報 ＳＡＤ４５４ 移出輸入申告番号 

708 石油製品等移出輸入申告変更控（Ｂ）情報 ＳＡＤ４５５ 移出輸入申告番号 

709 石油製品等総保出輸入申告変更控（Ａ）情報 ＳＡＤ４５６ 移出輸入申告番号 

710 石油製品等総保出輸入申告変更控（Ｂ）情報 ＳＡＤ４５７ 移出輸入申告番号 

711 修正申告控情報 ＳＡＤ４７１ 修正申告番号 

712 関税等更正請求控情報 ＳＡＤ４７６ 更正請求番号 

713 石油石炭税納税申告控情報 ＳＡＤ６４３ 
石油石炭税納税申

告番号 

714 特例申告控（Ａ）情報 ＳＡＤＢＡＣ 申告等番号 

715 特例申告控（Ｂ）情報 ＳＡＤＢＢＣ 申告等番号 

716 特例申告控（Ｃ）情報 ＳＡＤＢＣＣ 申告等番号 

717 特例申告納期限延長申請（酒税・たばこ税）控（Ｂ）情報 ＳＡＤＣＢＣ 申告等番号 

718 特例申告納期限延長申請（酒税・たばこ税）控（Ｃ）情報 ＳＡＤＣＣＣ 申告等番号 

719 一括特例申告控情報 ＳＡＤＤＣＣ 一括特例申告番号 

720 特例申告期限内訂正控（Ａ）情報 ＳＡＤＦＡＣ 申告等番号 

721 特例申告期限内訂正控（Ｂ）情報 ＳＡＤＦＢＣ 申告等番号 

722 特例申告期限内訂正控（Ｃ）情報 ＳＡＤＦＣＣ 申告等番号 

723 積戻し申告控情報（大額／簡易） ＳＡＥ１ＡＤ 申告等番号 

724 積戻し申告変更控情報（大額／簡易） ＳＡＥ１ＡＥ 申告等番号 
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729 積戻し申告控情報（少額／簡易） ＳＡＥ１ＢＤ 申告等番号 

730 積戻し申告変更控情報（少額／簡易） ＳＡＥ１ＢＥ 申告等番号 

731 別送品輸出申告控情報（簡易） ＳＡＥ１ＫＤ 
別送品輸出申告番

号 

732 別送品輸出申告変更控情報（簡易） ＳＡＥ１ＫＥ 
別送品輸出申告番

号 

733 輸出申告控情報（大額／簡易） ＳＡＥ１ＬＤ 申告等番号 

734 輸出申告変更控情報（大額／簡易） ＳＡＥ１ＬＥ 申告等番号 

735 輸出申告控情報（少額／簡易） ＳＡＥ１ＳＤ 申告等番号 

736 輸出申告変更控情報（少額／簡易） ＳＡＥ１ＳＥ 申告等番号 

737 積戻し申告控情報（大額／書類） ＳＡＥ２ＡＤ 申告等番号 

738 積戻し申告変更控情報（大額／書類） ＳＡＥ２ＡＥ 申告等番号 

739 積戻し申告控情報（少額／書類） ＳＡＥ２ＢＤ 申告等番号 

740 積戻し申告変更控情報（少額／書類） ＳＡＥ２ＢＥ 申告等番号 

741 特定輸出申告控（大額／書類） ＳＡＥ２ＥＤ 申告等番号 

742 特定輸出申告変更控情報（大額／書類） ＳＡＥ２ＥＥ 申告等番号 

743 特定輸出申告控（少額／書類） ＳＡＥ２ＦＤ 申告等番号 

744 特定輸出申告変更控情報（少額／書類） ＳＡＥ２ＦＥ 申告等番号 

745 展示等積戻し申告控（大額／書類） ＳＡＥ２ＧＤ 申告等番号 

746 展示等積戻し申告変更控情報（大額／書類） ＳＡＥ２ＧＥ 申告等番号 

747 展示等積戻し申告控（少額／書類） ＳＡＥ２ＨＤ 申告等番号 

748 展示等積戻し申告変更控情報（少額／書類） ＳＡＥ２ＨＥ 申告等番号 

749 別送品輸出申告控情報（書類） ＳＡＥ２ＫＤ 
別送品輸出申告番

号 

750 別送品輸出申告変更控情報（書類） ＳＡＥ２ＫＥ 
別送品輸出申告番

号 

751 輸出申告控情報（大額／書類） ＳＡＥ２ＬＤ 申告等番号 

752 輸出申告変更控情報（大額／書類） ＳＡＥ２ＬＥ 申告等番号 

753 輸出申告控情報（少額／書類） ＳＡＥ２ＳＤ 申告等番号 

754 輸出申告変更控情報（少額／書類） ＳＡＥ２ＳＥ 申告等番号 

755 積戻し申告控情報（大額／検査） ＳＡＥ３ＡＤ 申告等番号 

756 積戻し申告変更控情報（大額／検査） ＳＡＥ３ＡＥ 申告等番号 

757 積戻し申告控情報（少額／検査） ＳＡＥ３ＢＤ 申告等番号 

758 積戻し申告変更控情報（少額／検査） ＳＡＥ３ＢＥ 申告等番号 

759 特定輸出申告控（大額／検査） ＳＡＥ３ＥＤ 申告等番号 

760 特定輸出申告変更控情報（大額／検査） ＳＡＥ３ＥＥ 申告等番号 

761 特定輸出申告控（少額／検査） ＳＡＥ３ＦＤ 申告等番号 

762 特定輸出申告変更控情報（少額／検査） ＳＡＥ３ＦＥ 申告等番号 

763 展示等積戻し申告控（大額／検査） ＳＡＥ３ＧＤ 申告等番号 

764 展示等積戻し申告変更控情報（大額／検査） ＳＡＥ３ＧＥ 申告等番号 

765 展示等積戻し申告控（少額／検査） ＳＡＥ３ＨＤ 申告等番号 

766 展示等積戻し申告変更控情報（少額／検査） ＳＡＥ３ＨＥ 申告等番号 

767 別送品輸出申告控情報（検査） ＳＡＥ３ＫＤ 
別送品輸出申告番

号 

768 別送品輸出申告変更控情報（検査） ＳＡＥ３ＫＥ 
別送品輸出申告番

号 

769 輸出申告控情報（大額／検査） ＳＡＥ３ＬＤ 申告等番号 

770 輸出申告変更控情報（大額／検査） ＳＡＥ３ＬＥ 申告等番号 

771 輸出申告控情報（少額／検査） ＳＡＥ３ＳＤ 申告等番号 

725 積戻し申告控情報（少額／簡易） ＳＡＥ１ＢＤ 申告等番号 

726 積戻し申告変更控情報（少額／簡易） ＳＡＥ１ＢＥ 申告等番号 

727 別送品輸出申告控情報（簡易） ＳＡＥ１ＫＤ 
別送品輸出申告番

号 

728 別送品輸出申告変更控情報（簡易） ＳＡＥ１ＫＥ 
別送品輸出申告番

号 

729 輸出申告控情報（大額／簡易） ＳＡＥ１ＬＤ 申告等番号 

730 輸出申告変更控情報（大額／簡易） ＳＡＥ１ＬＥ 申告等番号 

731 輸出申告控情報（少額／簡易） ＳＡＥ１ＳＤ 申告等番号 

732 輸出申告変更控情報（少額／簡易） ＳＡＥ１ＳＥ 申告等番号 

733 積戻し申告控情報（大額／書類） ＳＡＥ２ＡＤ 申告等番号 

734 積戻し申告変更控情報（大額／書類） ＳＡＥ２ＡＥ 申告等番号 

735 積戻し申告控情報（少額／書類） ＳＡＥ２ＢＤ 申告等番号 

736 積戻し申告変更控情報（少額／書類） ＳＡＥ２ＢＥ 申告等番号 

737 特定輸出申告控（大額／書類） ＳＡＥ２ＥＤ 申告等番号 

738 特定輸出申告変更控情報（大額／書類） ＳＡＥ２ＥＥ 申告等番号 

739 特定輸出申告控（少額／書類） ＳＡＥ２ＦＤ 申告等番号 

740 特定輸出申告変更控情報（少額／書類） ＳＡＥ２ＦＥ 申告等番号 

741 展示等積戻し申告控（大額／書類） ＳＡＥ２ＧＤ 申告等番号 

742 展示等積戻し申告変更控情報（大額／書類） ＳＡＥ２ＧＥ 申告等番号 

743 展示等積戻し申告控（少額／書類） ＳＡＥ２ＨＤ 申告等番号 

744 展示等積戻し申告変更控情報（少額／書類） ＳＡＥ２ＨＥ 申告等番号 

745 別送品輸出申告控情報（書類） ＳＡＥ２ＫＤ 
別送品輸出申告番

号 

746 別送品輸出申告変更控情報（書類） ＳＡＥ２ＫＥ 
別送品輸出申告番

号 

747 輸出申告控情報（大額／書類） ＳＡＥ２ＬＤ 申告等番号 

748 輸出申告変更控情報（大額／書類） ＳＡＥ２ＬＥ 申告等番号 

749 輸出申告控情報（少額／書類） ＳＡＥ２ＳＤ 申告等番号 

750 輸出申告変更控情報（少額／書類） ＳＡＥ２ＳＥ 申告等番号 

751 積戻し申告控情報（大額／検査） ＳＡＥ３ＡＤ 申告等番号 

752 積戻し申告変更控情報（大額／検査） ＳＡＥ３ＡＥ 申告等番号 

753 積戻し申告控情報（少額／検査） ＳＡＥ３ＢＤ 申告等番号 

754 積戻し申告変更控情報（少額／検査） ＳＡＥ３ＢＥ 申告等番号 

755 特定輸出申告控（大額／検査） ＳＡＥ３ＥＤ 申告等番号 

756 特定輸出申告変更控情報（大額／検査） ＳＡＥ３ＥＥ 申告等番号 

757 特定輸出申告控（少額／検査） ＳＡＥ３ＦＤ 申告等番号 

758 特定輸出申告変更控情報（少額／検査） ＳＡＥ３ＦＥ 申告等番号 

759 展示等積戻し申告控（大額／検査） ＳＡＥ３ＧＤ 申告等番号 

760 展示等積戻し申告変更控情報（大額／検査） ＳＡＥ３ＧＥ 申告等番号 

761 展示等積戻し申告控（少額／検査） ＳＡＥ３ＨＤ 申告等番号 

762 展示等積戻し申告変更控情報（少額／検査） ＳＡＥ３ＨＥ 申告等番号 

763 別送品輸出申告控情報（検査） ＳＡＥ３ＫＤ 
別送品輸出申告番

号 

764 別送品輸出申告変更控情報（検査） ＳＡＥ３ＫＥ 
別送品輸出申告番

号 

765 輸出申告控情報（大額／検査） ＳＡＥ３ＬＤ 申告等番号 

766 輸出申告変更控情報（大額／検査） ＳＡＥ３ＬＥ 申告等番号 

767 輸出申告控情報（少額／検査） ＳＡＥ３ＳＤ 申告等番号 
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改    正    後 改    正    前 

772 輸出申告変更控情報（少額／検査） ＳＡＥ３ＳＥ 申告等番号 

773 輸出許可内容変更申請控情報 ＳＡＥ４３９ 申告等番号 

774 積戻し許可内容変更申請控情報 ＳＡＥ４４０ 申告等番号 

775 特定輸出許可内容変更申請控情報 ＳＡＥ４４１ 申告等番号 

776 展示等積戻し許可内容変更申請控情報 ＳＡＥ４４２ 申告等番号 

777 別送品輸出許可内容変更申請控情報 ＳＡＥ４６０ 
別送品輸出申告番

号 

778 輸出搬入時状況通知情報 ＳＡＥ５０３ 申告等番号 

779 
輸出取止め再輸入申告控・特例輸出貨物の輸出許可取消申請

控情報（大額） 
ＳＡＥ５３１ 

申告番号・申請番

号 

780 
輸出取止め再輸入申告控・特例輸出貨物の輸出許可取消申請

控情報（少額） 
ＳＡＥ５３２ 

申告番号・申請番

号 

781 
輸出取止め再輸入申告変更控・特例輸出貨物の輸出許可取消

申請変更控情報（大額） 
ＳＡＥ５４０ 

申告番号・申請番

号 

782 
輸出取止め再輸入申告変更控・特例輸出貨物の輸出許可取消

申請変更控情報（少額） 
ＳＡＥ５４１ 

申告番号・申請番

号 

783 口座引落予定額等通知情報 ＳＡＦ００４ 申告等番号 

784 口座引落予定額等通知情報（特例申告・石油石炭税納税申告） ＳＡＦ００５ 申告等番号 

785 貨物取扱許可申請控情報 ＳＡＬ００７ 
貨物取扱許可申請

番号 

786 見本持出許可申請控情報 ＳＡＬ０１４ 
見本持出許可申請

番号 

787 他所蔵置許可申請控情報 ＳＡＬ０５６ 
他所蔵置許可申請

番号 

788 他所蔵置許可期間延長申請控情報 ＳＡＬ０５７ 
他所蔵置許可申請

番号 

789 本船・ふ中扱い承認申請控情報 ＳＡＬ０７６ 
本船・ふ中扱い承

認申請番号 

790 本船・ふ中扱い承認申請変更控情報 ＳＡＬ０７８ 
本船・ふ中扱い承

認申請番号 

791 本船・ふ中扱い承認内容変更控情報 ＳＡＬ０７９ 
本船・ふ中扱い承

認申請番号 

792 指定地外貨物検査許可申請控情報 ＳＡＬ０８３ 
指定地外貨物検査

許可申請番号 

793 インボイス・パッキングリスト情報控 ＳＡＬ１０９ 
電子インボイス受

付番号 

794 包括保税運送申告控情報 ＳＡＳ０３２ 
包括保税運送申告

番号 

795 保税運送申告控情報（１欄用） ＳＡＳ０３５ 保税運送申告番号 

796 保税運送申告控情報（複数欄用） ＳＡＳ０３６ 保税運送申告番号 

797 個別運送受付情報（１欄用） ＳＡＳ０４３ 個別運送管理番号 

798 個別運送受付情報（複数欄用） ＳＡＳ０４４ 個別運送管理番号 

799 保税運送承認訂正・取消控情報（１欄用） ＳＡＳ０４７ 保税運送申告番号 

800 保税運送承認訂正・取消控情報（複数欄用） ＳＡＳ０４８ 保税運送申告番号 

801 個別運送訂正受付情報（１欄用） ＳＡＳ０４９ 個別運送管理番号 

802 個別運送訂正受付情報（複数欄用） ＳＡＳ０５０ 個別運送管理番号 

803 運送期間延長申請控情報（１欄用） ＳＡＳ０５４ 保税運送申告番号 

804 運送期間延長申請控情報（複数欄用） ＳＡＳ０５５ 保税運送申告番号 

805 特定保税運送受付情報（１欄用） ＳＡＳ０９８ 特定保税運送番号 

806 特定保税運送受付情報（複数欄用） ＳＡＳ０９９ 特定保税運送番号 

768 輸出申告変更控情報（少額／検査） ＳＡＥ３ＳＥ 申告等番号 

769 輸出許可内容変更申請控情報 ＳＡＥ４３９ 申告等番号 

770 積戻し許可内容変更申請控情報 ＳＡＥ４４０ 申告等番号 

771 特定輸出許可内容変更申請控情報 ＳＡＥ４４１ 申告等番号 

772 展示等積戻し許可内容変更申請控情報 ＳＡＥ４４２ 申告等番号 

773 別送品輸出許可内容変更申請控情報 ＳＡＥ４６０ 
別送品輸出申告番

号 

774 輸出搬入時状況通知情報 ＳＡＥ５０３ 申告等番号 

775 
輸出取止め再輸入申告控・特例輸出貨物の輸出許可取消申請

控情報（大額） 
ＳＡＥ５３１ 

申告番号・申請番

号 

776 
輸出取止め再輸入申告控・特例輸出貨物の輸出許可取消申請

控情報（少額） 
ＳＡＥ５３２ 

申告番号・申請番

号 

777 
輸出取止め再輸入申告変更控・特例輸出貨物の輸出許可取消

申請変更控情報（大額） 
ＳＡＥ５４０ 

申告番号・申請番

号 

778 
輸出取止め再輸入申告変更控・特例輸出貨物の輸出許可取消

申請変更控情報（少額） 
ＳＡＥ５４１ 

申告番号・申請番

号 

779 口座引落予定額等通知情報 ＳＡＦ００４ 申告等番号 

780 口座引落予定額等通知情報（特例申告・石油石炭税納税申告） ＳＡＦ００５ 申告等番号 

781 貨物取扱許可申請控情報 ＳＡＬ００７ 
貨物取扱許可申請

番号 

782 見本持出許可申請控情報 ＳＡＬ０１４ 
見本持出許可申請

番号 

783 他所蔵置許可申請控情報 ＳＡＬ０５６ 
他所蔵置許可申請

番号 

784 他所蔵置許可期間延長申請控情報 ＳＡＬ０５７ 
他所蔵置許可申請

番号 

785 本船・ふ中扱い承認申請控情報 ＳＡＬ０７６ 
本船・ふ中扱い承

認申請番号 

786 本船・ふ中扱い承認申請変更控情報 ＳＡＬ０７８ 
本船・ふ中扱い承

認申請番号 

787 本船・ふ中扱い承認内容変更控情報 ＳＡＬ０７９ 
本船・ふ中扱い承

認申請番号 

788 指定地外貨物検査許可申請控情報 ＳＡＬ０８３ 
指定地外貨物検査

許可申請番号 

789 インボイス・パッキングリスト情報控 ＳＡＬ１０９ 
電子インボイス受

付番号 

790 包括保税運送申告控情報 ＳＡＳ０３２ 
包括保税運送申告

番号 

791 保税運送申告控情報（１欄用） ＳＡＳ０３５ 保税運送申告番号 

792 保税運送申告控情報（複数欄用） ＳＡＳ０３６ 保税運送申告番号 

793 個別運送受付情報（１欄用） ＳＡＳ０４３ 個別運送管理番号 

794 個別運送受付情報（複数欄用） ＳＡＳ０４４ 個別運送管理番号 

795 保税運送承認訂正・取消控情報（１欄用） ＳＡＳ０４７ 保税運送申告番号 

796 保税運送承認訂正・取消控情報（複数欄用） ＳＡＳ０４８ 保税運送申告番号 

797 個別運送訂正受付情報（１欄用） ＳＡＳ０４９ 個別運送管理番号 

798 個別運送訂正受付情報（複数欄用） ＳＡＳ０５０ 個別運送管理番号 

799 運送期間延長申請控情報（１欄用） ＳＡＳ０５４ 保税運送申告番号 

800 運送期間延長申請控情報（複数欄用） ＳＡＳ０５５ 保税運送申告番号 

801 特定保税運送受付情報（１欄用） ＳＡＳ０９８ 特定保税運送番号 

802 特定保税運送受付情報（複数欄用） ＳＡＳ０９９ 特定保税運送番号 
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改    正    後 改    正    前 

807 特定保税運送訂正受付情報（１欄用） ＳＡＳ１００ 特定保税運送番号 

808 特定保税運送訂正受付情報（複数欄用） ＳＡＳ１０１ 特定保税運送番号 

809 船卸許可申請控情報 ＳＡＳ１２１ 船卸許可申請番号 

810 船積確認通知情報 ＳＡＴ０４７ 申告等番号 

811 搭載確認通知情報（輸出申告） ＳＡＴ５０１ 申告等番号 

812 搭載確認通知情報（積戻し申告） ＳＡＴ５０２ 申告等番号 

（※）本表における出力情報の再出力の際は、固有情報２及び固有情報３の入力は要しない。 

第２章 共通事項 

第１節 時間外執務要請届 

システムを使用して時間外執務要請届を提出する場合の取扱いは、この節の定めるところによる。 

なお、「卸コンテナ情報登録（提出）」業務（業務コード：ＤＣＬ０２）等の業務に併せて時間外執務要請

届を提出する場合は除く。 

１ 届出の対象業務 

時間外執務要請届の対象業務は、次のとおりである。 

なお、次の業務に対して税関が行う審査終了業務等についても届出の対象となる（届出種別コード

「Ｅ」及び「Ｆ」は除く。）ので、留意すること。 

業務 

コード 
業務名称 

海空識別 届出種別 

海上 航空 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 

（省略） 

ＲＯＷ リアルタイム口座引落とし依頼 ○ ○ ○    ○   

ＭＴＣ 自動車通関証明書交付申請 ○ ○       ○ 

(1) （省略） 

(2) 届出種別 

本業務を利用し輸出入申告等を行った場合、入力した届出種別コードに応じて次のとおり処理され

る。 

イ及びロ （省略） 

ハ 「届出種別」欄に「Ｇ」を入力した場合 

自動車通関証明書交付申請に係る審査が行われる。 

(3) 登録の方法 

「時間外執務要請届」業務（業務コード：ＯＳＡ）を利用して、次の事項を入力し送信する。 

［１］届出種別コード（「届出種別＊」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

（省略） 

別送品（24時間提出可能） Ｆ 

収納 Ｇ 

［２］から［11］まで （省略） 

(4)及び(5) （省略） 

２から５まで （省略） 

第２節から第 11節まで （省略） 

第 12節 当初申告情報呼出し依頼関係手続 

税関手続関連（海上編又は航空編）-通関関係手続-第１章第１節（輸入申告手続）のうち、システムに保

存された当初申告情報を利用した蔵出輸入申告、移出輸入申告、総保出輸入申告、蔵出輸入（引取・特例）

申告、再蔵入承認申請、再移入承認申請並びに再総保入承認申請（以下この節において｢蔵出輸入申告等｣と

いう。）、修正申告又は関税等更正請求を行う場合に利用する当初申告情報等の呼出し依頼の手続は、この節

の定めるところによる。 

１ （省略） 

２ 当初輸入申告情報呼出し（修正申告） 

修正申告を行うために、システムに保存された当初の輸入申告、輸入マニフェスト通関申告、海上簡易

輸入申告、特例申告（期限内特例申告の訂正を含む。）、蔵出輸入申告、蔵出輸入（引取・特例）申告、移

803 特定保税運送訂正受付情報（１欄用） ＳＡＳ１００ 特定保税運送番号 

804 特定保税運送訂正受付情報（複数欄用） ＳＡＳ１０１ 特定保税運送番号 

805 船卸許可申請控情報 ＳＡＳ１２１ 船卸許可申請番号 

806 船積確認通知情報 ＳＡＴ０４７ 申告等番号 

807 搭載確認通知情報（輸出申告） ＳＡＴ５０１ 申告等番号 

808 搭載確認通知情報（積戻し申告） ＳＡＴ５０２ 申告等番号 

（※）本表における出力情報の再出力の際は、固有情報２及び固有情報３の入力は要しない。 

第２章 共通事項 

第１節 時間外執務要請届 

システムを使用して時間外執務要請届を提出する場合の取扱いは、この節の定めるところによる。 

なお、「卸コンテナ情報登録（提出）」業務（業務コード：ＤＣＬ０２）等の業務に併せて時間外執務要請届

を提出する場合は除く。 

１ 届出の対象業務 

時間外執務要請届の対象業務は、次のとおりである。 

なお、次の業務に対して税関が行う審査終了業務等についても届出の対象となる（届出種別コード

「Ｅ」及び「Ｆ」は除く。）ので、留意すること。 

業務 

コード 
業務名称 

海空識別 届出種別 

海上 航空 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ （新規） 

（同左） 

ＲＯＷ リアルタイム口座引落とし依頼 ○ ○ ○    ○   

（新規） 

(1) （同左） 

(2) 届出種別 

本業務を利用し輸出入申告等を行った場合、入力した届出種別コードに応じて次のとおり処理され

る。 

イ及びロ （同左） 

（新規） 

 

(3) 登録の方法 

「時間外執務要請届」業務（業務コード：ＯＳＡ）を利用して、次の事項を入力し送信する。 

［１］届出種別コード（「届出種別＊」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

（同左） 

別送品（24時間提出可能） Ｆ 

（新規） 

［２］から［11］まで （同左） 

(4)及び(5) （同左） 

２から５まで （同左） 

第２節から第 11節まで （同左） 

第 12節 当初申告情報呼出し依頼関係手続 

税関手続関連（海上編又は航空編）-通関関係手続-第１章第１節（輸入申告手続）のうち、システムに保

存された当初申告情報を利用した蔵出輸入申告、移出輸入申告、総保出輸入申告、蔵出輸入（引取・特例）

申告、再蔵入承認申請、再移入承認申請並びに再総保入承認申請（以下この節において｢蔵出輸入申告等｣と

いう。）、修正申告又は関税等更正請求を行う場合に利用する当初申告情報等の呼出し依頼の手続は、この節

の定めるところによる。 

１ （同左） 

２ 当初輸入申告情報呼出し（修正申告） 

修正申告を行うために、システムに保存された当初の輸入申告、輸入マニフェスト通関申告、海上簡易

輸入申告、特例申告（期限内特例申告の訂正を含む。）、蔵出輸入申告、蔵出輸入（引取・特例）申告、移
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改    正    後 改    正    前 

出輸入申告（｢石油製品等移出（総保出）輸入申告｣業務（業務コード：ＭＷＣ）による申告を除く。）又

は総保出輸入申告（｢石油製品等移出（総保出）輸入申告｣業務（業務コード：ＭＷＣ）による申告を除

く。）（以下この節において｢輸入申告等｣という。）に係る申告情報の呼出しを依頼する場合は、次によ

る。 

なお、呼び出した申告情報は、｢修正申告事項呼出し｣業務（業務コード：ＡＭＢ）において利用するこ

とができる。 

また、修正申告の情報又は一括特例申告の情報を呼び出すことはできないので留意すること。 

(1) 当初輸入申告情報呼出し（修正申告）依頼の登録 

「当初輸入申告情報呼出し（修正申告）」業務（業務コード：ＤＬＩ０２）を利用して、次の事項を

入力し送信する。 

［１］から［５］まで （省略） 

［６］当初許可等年月日（「当初許可等年月日」欄） 

当初輸入申告等の許可等年月日を西暦（８桁）で必須入力する。 

ただし、特例申告の場合は、当初特例申告受理日を西暦（８桁）で入力する。 

［７］及び［８］ （省略） 

(2)から(4)まで （省略） 

(5) 当初輸入申告情報呼出し依頼の変更等 

システムに登録済みの当初輸入申告情報呼出し依頼を変更又は削除する場合は、「当初輸入申告情報

呼出し（修正申告）」業務（業務コード：ＤＬＩ０２）を利用して、次の事項を入力し送信する。 

なお、当初輸入申告情報呼出し依頼の変更等については、当初輸入申告情報呼出し処理が終了するま

での間、行うことができる。 

［１］から［５］まで （省略） 

［６］当初許可等年月日（「当初許可等年月日」欄） 

当初輸入申告等の許可等年月日を西暦（８桁）で必須入力する。 

ただし、特例申告の場合は、当初特例申告受理日を西暦（８桁）で入力する。 

また、「処理区分コード＊」欄に｢３｣（呼出し）又は｢１｣（削除）を入力した場合は、入力を

要しない。 

［７］及び［８］ （省略） 

３ 当初輸入申告情報呼出し（関税等更正請求） 

関税等更正請求を行うために、システムに保存された当初の輸入申告等に係る申告情報の呼出しを依頼

する場合は、次による。 

なお、呼び出した情報は、｢関税等更正請求事項呼出し｣業務（業務コード：ＫＫＢ）において利用する

ことができる。 

◎ 留意事項 

① 呼び出すことができるのは、当初輸入申告等をした者に限る。 

② 更正の情報又は一括特例申告の情報を呼び出すことはできない。 

(1) 当初輸入申告情報呼出し（関税等更正請求）依頼の登録 

「当初輸入申告情報呼出し（関税等更正請求）」業務（業務コード：ＤＬＩ０３）を利用して、次の

事項を入力し送信することにより、当初輸入申告情報呼出し依頼を登録する。 

［１］から［５］まで （省略） 

［６］当初許可等年月日（「当初許可等年月日」欄） 

当初輸入申告等の許可等年月日を西暦（８桁）で必須入力する。 

ただし、特例申告の場合は、当初特例申告受理日を西暦（８桁）で入力する。 

(2)から(4)まで （省略） 

(5) 当初輸入申告情報呼出し依頼の変更等 

システムに登録済みの当初輸入申告情報呼出し依頼を変更又は削除する場合は、「当初輸入申告情報

呼出し（関税等更正請求）」業務（業務コード：ＤＬＩ０３）を利用して、次の事項を入力し送信す

る。 

なお、当初輸入申告情報呼出し依頼の変更等については、当初輸入申告情報呼出し処理が終了するま

での間、行うことができる。 

［１］から［５］まで （省略） 

出輸入申告（｢石油製品等移出（総保出）輸入申告｣業務（業務コード：ＭＷＣ）による申告を除く。）又

は総保出輸入申告（｢石油製品等移出（総保出）輸入申告｣業務（業務コード：ＭＷＣ）による申告を除

く。）（以下この節において｢輸入申告等｣という。）に係る申告情報の呼出しを依頼する場合は、次によ

る。 

なお、呼び出した申告情報は、｢修正申告事項呼出し｣業務（業務コード：ＡＭＢ）において利用するこ

とができる。 

また、修正申告の情報又は一括特例申告の情報を呼び出すことはできないので留意すること。 

(1) 当初輸入申告情報呼出し（修正申告）依頼の登録 

「当初輸入申告情報呼出し（修正申告）」業務（業務コード：ＤＬＩ０２）を利用して、次の事項を

入力し送信する。 

［１］から［５］まで （同左） 

［６］当初許可等年月日（「当初許可等年月日」欄） 

当初輸入申告等の許可承認等年月日を西暦（８桁）で必須入力する。 

ただし、特例申告の場合は、当初特例申告受理日を西暦（８桁）で入力する。 

［７］及び［８］ （同左） 

(2)から(4)まで （同左） 

(5) 当初輸入申告情報呼出し依頼の変更等 

システムに登録済みの当初輸入申告情報呼出し依頼を変更又は削除する場合は、「当初輸入申告情報

呼出し（修正申告）」業務（業務コード：ＤＬＩ０２）を利用して、次の事項を入力し送信する。 

なお、当初輸入申告情報呼出し依頼の変更等については、当初輸入申告情報呼出し処理が終了するま

での間、行うことができる。 

［１］から［５］まで （同左） 

［６］当初許可等年月日（「当初許可等年月日」欄） 

当初輸入申告等の許可承認等年月日を西暦（８桁）で必須入力する。 

ただし、特例申告の場合は、当初特例申告受理日を西暦（８桁）で入力する。 

また、「処理区分コード＊」欄に｢３｣（呼出し）又は｢１｣（削除）を入力した場合は、入力を

要しない。 

［７］及び［８］ （同左） 

３ 当初輸入申告情報呼出し（関税等更正請求） 

関税等更正請求を行うために、システムに保存された当初の輸入申告等に係る申告情報の呼出しを依頼

する場合は、次による。 

なお、呼び出した情報は、｢関税等更正請求事項呼出し｣業務（業務コード：ＫＫＢ）において利用する

ことができる。 

◎ 留意事項 

① 呼び出すことができるのは、当初輸入申告等をした者に限る。 

② 更正の情報又は一括特例申告の情報を呼び出すことはできない。 

(1) 当初輸入申告情報呼出し（関税等更正請求）依頼の登録 

「当初輸入申告情報呼出し（関税等更正請求）」業務（業務コード：ＤＬＩ０３）を利用して、次の

事項を入力し送信することにより、当初輸入申告情報呼出し依頼を登録する。 

［１］から［５］まで （同左） 

［６］当初許可等年月日（「当初許可等年月日」欄） 

当初輸入申告等の許可承認等年月日を西暦（８桁）で必須入力する。 

ただし、特例申告の場合は、当初特例申告受理日を西暦（８桁）で入力する。 

(2)から(4)まで （同左） 

(5) 当初輸入申告情報呼出し依頼の変更等 

システムに登録済みの当初輸入申告情報呼出し依頼を変更又は削除する場合は、「当初輸入申告情報

呼出し（関税等更正請求）」業務（業務コード：ＤＬＩ０３）を利用して、次の事項を入力し送信す

る。 

なお、当初輸入申告情報呼出し依頼の変更等については、当初輸入申告情報呼出し処理が終了するま

での間、行うことができる。 

［１］から［５］まで （同左） 
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改    正    後 改    正    前 

［６］当初許可等年月日（「当初許可等年月日」欄） 

当初輸入申告等の許可等年月日を西暦（８桁）で必須入力する。 

ただし、特例申告の場合は、当初特例申告受理日を西暦（８桁）で入力する。 

また、「処理区分コード＊」欄に｢３｣（呼出し）又は｢１｣（削除）を入力した場合は、入力を

要しない。 

第 13節から第 15節まで （省略） 

第 16節 通関関係書類の電子ファイルによる提出 

システムを使用した次の手続について、「輸入申告に係る運送先一覧表」（税関様式Ｃ第 5021号、第 5022

号又は第 5023号）（以下この節において「運送先一覧表」という。）及び通関関係書類を電子ファイルで提

出する場合は、この節の定めるところによる。 

（輸入関係手続） （省略） 

（輸出関係手続） （省略） 

１から３まで （省略） 

第 17節から第 25節まで （省略） 

第 26節 包括評価申告関係手続 

システムを使用して関税法施行令第 4 条（輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告）第 3 項の規定に基

づく包括評価申告書（Ⅰ・Ⅱ）に係る手続を行う場合は、この節の定めるところによる。  

また、包括評価申告の審査終了を受けた者は、税関手続関連（海上編）-通関関係手続-第 1 章第 1 節（輸

入申告手続）又は税関手続関連（航空編）-通関関係手続-第 1 章第 1 節（輸入申告手続）により手続を行う

ものとする。 

 【包括評価申告関係手続の流れ】 （省略） 

１ 包括評価申告の手続 

(1) 包括評価申告情報の登録 

「包括評価申告事項登録」業務（業務コード：ＨＯＡ）を利用し、次の事項を入力し送信することによ

り、包括評価申告情報を登録する。このとき、「処理種別」項目が申告変更、審査後変更、撤回または新

規申告（引用登録）の場合は「包括評価申告呼出し」業務（業務コード：ＨＯＢ）により、情報を呼出し

て登録する。 

なお、一つの包括評価申告（同一の包括評価申告受理番号）に対して、「処理種別」項目が「Ｕ：審査

後変更」で包括評価申告情報を登録した場合、税関における「包括評価申告審査終了」業務（業務コー

ド：ＣＨＯ）で審査終了の登録ができる回数に上限（最大８回）が設けられているため、「変更届」及び

「一部変更届」は合わせて最大８回（適用年月日（開始）が登録されていない又は変更されない場合を除

く）まで税関により審査終了の登録が可能となる。 

※  最大回数に達した場合は、旧包括評価申告受理番号の申告内容を引用して、新規の包括評価申告

をすることが可能。また、あらかじめ税関（評価担当部門）と調整した上で、過去の変更回数に合わ

せて適用期間を区切って包括評価申告をすることも可能。 

 

処理種別の内容は以下の通りである。 

処理種別 処理内容 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［６］当初許可等年月日（「当初許可等年月日」欄） 

当初輸入申告等の許可承認等年月日を西暦（８桁）で必須入力する。 

ただし、特例申告の場合は、当初特例申告受理日を西暦（８桁）で入力する。 

また、「処理区分コード＊」欄に｢３｣（呼出し）又は｢１｣（削除）を入力した場合は、入力を

要しない。 

第 13節から第 15節まで （同左） 

第 16節 通関関係書類の電子ファイルによる提出 

システムを使用した次の手続について、「輸入申告に係る運送先一覧表」（税関様式Ｃ第 5021号、第 5022

号又は第 5023号）（以下この節において「運送先一覧表」という。）及び通関関係書類を電子ファイルで提

出する場合は、この節の定めるところによる。 

（輸入関係手続） （同左） 

（輸出関係手続） （同左） 

１から３まで （同左） 

第 17節から第 25節まで （同左） 

第 26節 包括評価申告関係手続 

システムを使用して関税法施行令第 4 条（輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告）第 3 項の規定に基

づく包括評価申告書（Ⅰ・Ⅱ）に係る手続を行う場合は、この節の定めるところによる。  

また、包括評価申告の審査終了を受けた者は、税関手続関連（海上編）-通関関係手続-第 1 章第 1 節（輸

入申告手続）又は税関手続関連（航空編）-通関関係手続-第 1 章第 1 節（輸入申告手続）により手続を行う

ものとする。 

 【包括評価申告関係手続の流れ】 （同左） 

１ 包括評価申告の手続 

(1) 包括評価申告情報の登録 

「包括評価申告事項登録」業務（業務コード：ＨＯＡ）を利用し、次の事項を入力し送信することによ

り、包括評価申告情報を登録する。このとき、「処理種別」項目が申告変更、審査後変更、撤回または新

規申告（引用登録）の場合は「包括評価申告呼出し」業務（業務コード：ＨＯＢ）により、情報を呼出し

て登録する。 

なお、一つの包括評価申告（同一の包括評価申告受理番号）に対して、「処理種別」項目が「Ｕ：審査

後変更」で包括評価申告情報を登録した場合、税関における「包括評価申告審査終了」業務（業務コー

ド：ＣＨＯ）で審査終了の登録ができる回数に上限（最大８回）が設けられているため、「変更届」及び

「一部変更届」は合わせて最大８回（適用年月日（開始）が登録されていない又は変更されない場合を除

く）まで税関により審査終了の登録が可能となる。 

※  最大回数に達した場合は、旧包括評価申告受理番号の申告内容を引用して、新規の包括評価申告

をすることが可能。また、あらかじめ税関（評価担当部門）と調整した上で、過去の変更回数に合わ

せて適用期間を区切って包括評価申告をすることも可能。 

 

処理種別の内容は以下の通りである。 

処理種別 処理内容 

（同左） 
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改    正    後 改    正    前 

○：入力可 空白：入力不可 

項

番 
項目名 内容 

条件 

申告書（Ⅰ） 申告書（Ⅱ） 

新
規
申
告 

申
告
変
更 

審
査
後
変
更 

撤
回 

新
規
申
告
（
引
用
登
録
） 

新
規
申
告 

申
告
変
更 

審
査
後
変
更 

撤
回 

新
規
申
告
（
引
用
登
録
） 

（省略） 

65 特殊関係の内容 特殊関係にある場合、その内容を入力

する。 
○ ○ ○  ○      

（省略） 

（＊１）及び（＊２） （省略） 

（例） （省略） 

(2)から(5)まで （省略） 

２及び３ （省略） 

 第 27節及び第 28節 （省略） 

第 29節 自動車通関証明書交付申請関係手続 

関税法第 102条第１項（証明書類の交付及び統計の閲覧等）の規定により、輸入自動車等に係る通関証明

書（以下、「自動車通関証明書」という。) の交付を受けようとする者が、システムを使用して証明書交付

申請手続を行う場合は、この節の定めるところによる。 

なお、当該申請手続では、関税法第 102条の２第４項の規定による救援品等についての証明手数料免除申

請を併せて行うことができる。 

【自動車通関証明書交付申請の流れ】 （省略） 

１ 申請事項の登録 

(1) （省略） 

(2) 出力情報 

前記(1)（申請事項の登録）により申請事項がシステムに登録された場合は、申請者に「自動車通関証

明書交付申請入力控情報」（出力情報コード：ＣＡＤ１１２１）が配信される。 

２ （省略） 

３ 申請 

(1) 申請の登録 

前記１(1)（申請事項の登録）により申請事項を登録した申請者は、当該登録（前記２(1)（訂正の手

続）により訂正した場合は、当該訂正登録）による応答画面の出力内容又は前記１(2)（出力情報）で配

信された情報を利用して、申請の内容を次によりシステムに登録する。 

イ 「自動車通関証明書交付申請」業務（業務コード：ＭＴＣ）を利用する方法 

「自動車通関証明書交付申請」業務（業務コード：ＭＴＣ）を利用して、次の事項を入力し送信す

る。 

項目名 

（入力画面） 

出力情報コード 

証明書申請番号 

（「証明書申請番号＊」欄） 

証明書申請番号を必須入力する。 

申請条件 

（「申請条件」欄） 

(1) 開庁時申請の登録の場合は「Ｋ」を入力する。 

(2) 開庁時申請の登録以外の場合は入力を要し

ない。 

○：入力可 空白：入力不可 

 項目名 内容 

条件 

申告書（Ⅰ） 申告書（Ⅱ） 

新
規
申
告 

申
告
変
更 

審
査
後
変
更 

撤
回 

新
規
申
告
（
引
用
登
録
） 

新
規
申
告 

申
告
変
更 

審
査
後
変
更 

撤
回 

新
規
申
告
（
引
用
登
録
） 

（同左） 

65 特殊関係の内容 特殊関係にある場合、その内容を入力

する。 
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ 

（同左） 

（＊１）及び（＊２） （同左） 

（例） （同左） 

(2)から(5)まで （同左） 

２及び３ （同左） 

第 27節及び第 28節 （同左） 

第 29節 自動車通関証明書交付申請関係手続 

関税法第 102条第１項（証明書類の交付及び統計の閲覧等）の規定により、輸入自動車等に係る通関証明

書（以下、「自動車通関証明書」という。)の交付を受けようとする者が、システムを使用して証明書交付申

請手続を行う場合は、この節の定めるところによる。 

なお、当該申請手続では、関税法第 102条の２第４項の規定による救援品等についての証明手数料免除申

請を併せて行うことができる。 

【自動車通関証明書交付申請の流れ】 （同左） 

１ 申請事項の登録 

(1) （同左） 

(2) 出力情報 

前記(1)（申請事項の登録）により申請事項がシステムに登録された場合は、申請者に「自動車通関証

明書交付申請入力控情報」（出力情報コード：ＣＡＤ１１２０）が配信される。 

２ （同左） 

３ 申請 

(1) 申請の登録 

申請者は、「自動車通関証明書交付申請」業務（業務コード：ＭＴＣ）を利用して、前記１（申請事項

の登録）により払い出された証明書申請番号を入力し送信する。 

◎ 留意事項 

税関の開庁時間外に申請を行う場合は、「開庁時間外の事務の執行を求める届出書」（税関様式Ｃ第８

０００号）に必要事項を記載して、税関（受理部門）窓口に提出を行うこと。 

なお、当該届出は、あらかじめ税関（受理部門）に連絡したうえで、税関手続関連（共通編）共通手続

-第２章第２節（汎用申請関係手続）に定める「汎用申請」業務（業務コード：ＨＹＳ）の時間外執務要

請届により行うこともできる。 
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改    正    後 改    正    前 

(ｲ) 開庁時申請の登録の場合（申請条件コード：「Ｋ」） 

「申請条件」欄に「Ｋ」（開庁時申請）を入力し送信した場合は、登録後最初に到来する午前８時

30分以降に自動車通関証明書交付申請がシステムにより自動的に起動する（ただし、行政機関の休

日である場合（休日に開庁している官署である場合を含む。）は、翌平日の午前８時 30分以降に自

動起動する。）。 

また、開庁時申請の登録は、税関長が公示する税関官署ごとの開庁時間（収納業務に係る開庁時

間）以外の時刻においてのみ可能である。したがって、申請先官署について、次に到来する午前８

時 30分までの間に開庁時間外となる時間がない場合は、開庁時申請を登録することはできない。 

なお、自動車通関証明書交付申請がシステムにより自動起動する前に、前記２(1)（訂正の手続）

による訂正を行った場合は、開庁時申請の旨が取り消されることから、改めて自動車通関証明書交

付申請を行う。 

(ﾛ) 開庁時申請の登録以外の場合 

申請条件を入力することなく「自動車通関証明書交付申請」業務（業務コード：ＭＴＣ）を実施

することにより、直ちに自動車通関証明書交付申請を行うことになる。 

なお、自動車通関証明書交付申請を申請先官署の開庁時間外に行う場合は、時間外執務要請届の

提出を行っている必要がある。当該届出については、税関手続関連（共通編）-共通手続-第２章第

１節（時間外執務要請届）を参照すること（以下この節において同じ。）。 

ロ 「自動車通関証明書交付申請事項登録」業務（業務コード：ＭＴＡ）の応答画面を利用する方法 

前記１(1)（申請事項の登録）（前記２(1)（訂正の手続）により訂正した場合は、当該訂正）によ

り自動車通関証明書交付申請事項を登録した場合は、前記１(2)（出力情報）で配信された情報が応

答画面に出力されることから、出力された内容を確認のうえ、送信する。 

なお、必要に応じて申請条件コードを入力する。申請条件コードの入力については、前記イ（「自

動車通関証明書交付申請」業務（業務コード：ＭＴＣ）を利用する方法）に準ずる。） 

(2) 申請の受理及び通知 

前記(1)（申請の登録）により、申請がシステムに登録された場合は、次の情報がそれぞれ配信される。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

自動車通関証明書交付申請控情報 ＣＡＤ１１７１ なし 申請者 

自動車通関証明書交付申請情報 ＣＡＤ１１６１ なし 申請先税関

（受理部門） 

その後、税関（受理部門）により審査終了がシステムに登録された場合は、次の情報がそれぞれ配信さ

れる。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

（省略） 

納付通知情報（印紙・現金） ＣＡＤ１１９０ 次の全ての条件に該当する場合。 

①税関が審査終了をシステムに登

録した場合。 

②印紙納付又は現金納付の場合。 

申請者 

差戻し通知書 ＣＡＤ１２０１ 税関が差戻しをシステムに登録

した場合。 

申請者 

自動車通関証明書 ＣＡＤ１２１１ 救援品等についての証明手数料

免除申請により交付手数料が発生

しなかった場合。 

申請者 

(3) （省略） 

４ 申請後の訂正 

(1) 訂正の手続 

前記３(1)（申請の登録）による申請後、税関による審査終了がシステムに登録されるまでの間に、あ

らかじめ税関（受理部門）の了承を得たうえで申請内容を訂正する場合は、前記２(1)イ（呼出しによら

ない方法）又 はロ（呼出しによる方法）により申請事項を訂正（「登録区分＊」欄に「Ｔ」（訂正）を入

力する。）後、前記３(1)（申請の登録）により申請を行う。 

なお、申請内容の不備等により、税関から申請の差戻し（申請者に「差戻し通知書」（出力情報コード：

ＣＡＤ１２０１）が配信される。）を受けたため、申請内容を訂正する場合も上記の方法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 申請の受理及び通知 

前記(1)（申請の登録）により、申請がシステムに登録された場合は、次の情報がそれぞれ配信される。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

自動車通関証明書交付申請控情報 ＣＡＤ１１７０ なし 申請者 

自動車通関証明書交付申請情報 ＣＡＤ１１６０ なし 申請先税関

（受理部門） 

その後、税関（受理部門）により審査終了がシステムに登録された場合は、次の情報がそれぞれ配信さ

れる。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

（同左） 

納付通知情報（印紙・現金） ＣＡＤ１１９０ 次の全ての条件に該当する場合。 

①税関が審査終了をシステムに登

録した場合。 

②印紙納付又は現金納付の場合。 

申請者 

差戻し通知書 ＣＡＤ１２００ 税関が差戻しをシステムに登録

した場合。 

申請者 

自動車通関証明書 ＣＡＤ１２１０ 救援品等についての証明手数料

免除申請により交付手数料が発生

しなかった場合。 

申請者 

(3) （同左） 

４ 申請後の訂正 

(1) 訂正の手続 

前記３(1)（申請の登録）による申請後、税関による審査終了がシステムに登録されるまでの間に、あ

らかじめ税関（受理部門）の了承を得たうえで申請内容を訂正する場合は、前記２(1)イ（呼出しによら

ない方法）又 はロ（呼出しによる方法）により申請事項を訂正（「登録区分＊」欄に「Ｔ」（訂正）を入

力する。）後、前記３(1)（申請の登録）により申請を行う。 

なお、申請内容の不備等により、税関から申請の差戻し（申請者に「差戻し通知書」（出力情報コード：

ＣＡＤ１２００）が配信される。）を受けたため、申請内容を訂正する場合も上記の方法による。 
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改    正    後 改    正    前 

◎ 留意事項 

当該訂正は、同一自動車通関証明書申請に対して最大９回まで行うことができるが、９回を超える訂

正については、後記９（2）（書面手続への移行）による。 

(2) （省略） 

５ （省略） 

６ 自動車通関証明書の交付 

次のいずれかの条件を満たした場合は、申請者に「自動車通関証明書」（出力情報コード：ＣＡＤ１２

１１）が配信される。 

イ 交付手数料を収入印紙又は現金により納付する場合 

前記５(1)（印紙納付の場合）ロ又は(3)（現金納付の場合）ロにより、収入印紙の提出又は現金の納

付が行われた後、税関（受理部門）にて納付の確認がシステムに登録されたとき。 

なお、収入印紙の提出又は現金の納付を行う時刻が税関の開庁時間外であるときは、第２章第１節

（時間外執務要請届）に規定する時間外執務要請届を提出する必要があるので留意すること。 

ロ 交付手数料を電子納付により納付する場合 

前記５(2)（電子納付の場合）ロにより納付が行われたとき。 

なお、電子納付を行う時刻が税関の開庁時間外であるときは、第２章第１節（時間外執務要請届）に

規定する時間外執務要請届を提出する必要があるので留意すること。当該時間外執務要請届の提出を

しない場合は、電子納付後最初に到来する午前８時 30分以降に電子納付に係る処理がシステムにより

自動的に起動する（ただし、行政機関の休日である場合（休日に開庁している官署である場合を含む。）

は、翌平日の午前８時 30分以降に自動起動する。）。 

また、交付手数料を電子納付したにもかかわらず「自動車通関証明書」（出力情報コード：ＣＡＤ１

２１１）が配信されない場合は、払込明細等の納付を証明する資料により、直ちに税関（受理部門）へ

申し出ること。 

ハ 救援品等についての証明手数料免除申請により交付手数料が発生しなかった場合 

前記５(2)（出力情報）により、税関にて審査終了がシステムに登録されたとき。 

７ 交付後の訂正又は再交付 

(1) 交付後の訂正又は再交付の手続 

前記６（自動車通関証明書の交付）により交付を受けた自動車通関証明書（出力情報コード：ＣＡＤ１

２１１）について、内容の誤り又は紛失等の理由により、あらかじめ税関（受理部門）の了承を得たうえ

で訂正又は再交付の手続を行う場合は、後記(1)イ（呼出しによらない方法）又 は(1)ロ（呼出しによる

方法）による。 

ただし、自動車通関証明書の備考欄について訂正が必要な場合は、税関（受理部門）にその旨を申し出

たうえで、「ＮＡＣＣＳ登録情報変更申出」に「自動車通関証明書」（出力情報コード：ＣＡＤ１２１１）

を添付して税関（受理部門）に提出し、税関（受理部門）窓口にて訂正後の「自動車通関証明書」（出力

情報コード：ＣＡＤ１２１１）を受領すること。 

なお、「ＮＡＣＣＳ登録情報変更申出」については、この章第２節（汎用申請関係手続）に定める「汎

用申請」業務（業務コード：ＨＹＳ）により提出することもできる。 

◎ 留意事項 

①から③まで （省略） 

イ及びロ （省略） 

(2) 出力情報 

前記(1)（交付後の訂正又は再交付の手続）による登録後、税関（受理部門）により審査終了がシステ

ムに登録された場合は、申請者に「自動車通関証明書」（出力情報コード：ＣＡＤ１２１１）が配信され

る。 

なお、再交付の場合で交付手数料の納付が必要な場合は、前記６（自動車通関証明書の交付）イ、ロの

とおり、税関にて納付の確認がシステムに登録されたとき、又は納付が行われたときに「自動車通関証明

書」（出力情報コード：ＣＡＤ１２１１）が配信される。 

ただし、自動車通関証明書の備考欄を訂正した場合は、税関側に「自動車通関証明書」（出力情報コー

ド：ＣＡＤ１２１１）が配信されるため、税関（受理部門）窓口にて交付を受けること。 

８ （省略） 

９ 申請の撤回又は書面手続への移行 

◎ 留意事項 

当該訂正は、同一自動車通関証明書申請に対して最大９回まで行うことができるが、９回を超える訂

正については、後記９（2）（書面手続への移行）による。 

(2) （同左） 

５ （同左） 

６ 自動車通関証明書の交付 

次のいずれかの条件を満たした場合は、申請者に「自動車通関証明書」（出力情報コード：ＣＡＤ１２

１０）が配信される。 

イ 交付手数料を収入印紙又は現金により納付する場合は、前記５(1)（印紙納付の場合）ロ又は(3)（現

金納付の場合）ロにより、収入印紙の提出又は現金の納付が行われた後、税関（受理部門）にて納付の

確認がシステムに登録されたとき。 

 

 

ロ 交付手数料を電子納付により納付する場合は、前記５(2)（電子納付の場合）ロにより納付が行われ

たとき。なお、交付手数料を電子納付したにもかかわらず「自動車通関証明書」（出力情報コード：Ｃ

ＡＤ１２１０）が配信されない場合は、払込明細等の納付を証明する資料により、直ちに税関（受 理

部門）へ申し出ること。 

 

 

 

 

 

 

ハ 救援品等についての証明手数料免除申請により交付手数料が発生しなかった場合は、前記５(2)（出

力情報）により、税関にて審査終了がシステムに登録されたとき。 

７ 交付後の訂正又は再交付 

(1) 交付後の訂正又は再交付の手続 

前記６（自動車通関証明書の交付）により交付を受けた自動車通関証明書（出力情報コード：ＣＡＤ１

２１０）について、内容の誤り又は紛失等の理由により、あらかじめ税関（受理部門）の了承を得たうえ

で訂正又は再交付の手続を行う場合は、後記(1)イ（呼出しによらない方法）又 は(1)ロ（呼出しによる

方法）による。 

ただし、自動車通関証明書の備考欄について訂正が必要な場合は、税関（受理部門）にその旨を申し出

たうえで、「ＮＡＣＣＳ登録情報変更申出」に「自動車通関証明書」（出力情報コード：ＣＡＤ１２１０）

を添付して税関（受理部門）に提出し、税関（受理部門）窓口にて訂正後の「自動車通関証明書」（出力

情報コード：ＣＡＤ１２１０）を受領すること。 

なお、「ＮＡＣＣＳ登録情報変更申出」については、この章第２節（汎用申請関係手続）に定める「汎

用申請」業務（業務コード：ＨＹＳ）により提出することもできる。 

◎ 留意事項 

①から③まで （同左） 

イ及びロ （同左） 

(2) 出力情報 

前記(1)（交付後の訂正又は再交付の手続）による登録後、税関（受理部門）により審査終了がシステ

ムに登録された場合は、申請者に「自動車通関証明書」（出力情報コード：ＣＡＤ１２１０）が配信され

る。 

なお、再交付の場合で交付手数料の納付が必要な場合は、前記６（自動車通関証明書の交付）イ、ロの

とおり、税関にて納付の確認がシステムに登録されたとき、又は納付が行われたときに「自動車通関証明

書」（出力情報コード：ＣＡＤ１２１０）が配信される。 

ただし、自動車通関証明書の備考欄を訂正した場合は、税関側に「自動車通関証明書」（出力情報コー

ド：ＣＡＤ１２１０）が配信されるため、税関（受理部門）窓口にて交付を受けること。 

８ （同左） 

９ 申請の撤回又は書面手続への移行 
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改    正    後 改    正    前 

(1) 申請の撤回手続 

システムを使用した申請を撤回する場合、税関（受理部門）による審査終了までの間に、税関（受理部

門）にその旨を申し出たうえで、「ＮＡＣＣＳ登録情報変更申出」を税関（受理部門）に提出する。 

なお、「ＮＡＣＣＳ登録情報変更申出」については、この章第２節（汎用申請関係手続）に定める「汎

用申請」業務（業務コード：ＨＹＳ）により提出することもできる（後記（2）（書面手続への移行）で提

出する場合も同様。）。 

撤回が認められた場合は、税関（受理部門）により申請の差戻しがシステムに登録される（申請者に

「差戻し通知書」（出力情報コード：ＣＡＤ１２０１）が配信される。）。 

(2) 書面手続への移行 

システムを使用した申請について、次のいずれかの事由によりシステムによって処理することができ

ない場合は、書面による手続に移行することとなる。 

イからハまで （省略） 

なお、書面による手続に移行する場合は、あらかじめ税関（受理部門）の了承を得たうえで、「ＮＡＣ

ＣＳ登録情報変更申出」及び「証明書交付申請書」（税関様式Ｃ第８０２０号）に、自動車通関証明書の

交付前であれば「自動車通関証明書交付申請控情報」（出力情報コード：ＣＡＤ１１７１）を、交付後で

あれば「自動車通関証明書」（出力情報コード：ＣＡＤ１２１１）を添付して、税関（受理部門）に提出

すること。 

第 30節 （省略） 

第３章 納税関係手続 

システムを使用して関税及び内国消費税（以下「関税等」という。）を納付する場合等の手続は、この章の定

めるところによる。 

第１節 納税方法 

システムを使用して輸入（納税）申告、特例申告（期限内特例申告の訂正及び一括特例申告を含む。以下、

この章において同じ。）、修正申告又は石油石炭税納税申告（以下この節において「輸入（納税）申告等」とい

う。）を行った貨物について、関税法第９条の４（納付の手続）、国税通則法第 34条（納付の手続）、税関関係

法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第６条（輸出入等関連情報処理組織による関税

等の納付手続）及び税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第６条の２（輸出

入等関連情報処理組織による消費税等の納付手続）の規定により関税等を納付する場合並びに外国貿易船が開

港に入港した場合において、とん税法施行令第２条（申告書の記載事項及び納付の手続）及び特別とん税法施

行令第２条（とん税法施行令の準用）の規定によりとん税及び特別とん税を納付する場合の手続は、この節の

定めるところによる。 

１ （省略） 

２ 直納による納税 

 関税等の納付を直納により行う場合は次による。 

(1) （省略） 

(2) 出力情報の配信 

イ （省略） 

ロ 一括納付書情報等の配信 

納付方法を直納として後記(ｲ)から(ﾊ)に掲げる申告を行う場合は、当該申告に係る関税等は一括納

付対象となり、それぞれ併せて掲げる時点において、通関業者等に次の情報（以下この節において

「一括納付書情報等」という。）が配信される。 

なお、関税等の納期限は、一括納付書情報（出力情報コード：ＳＢＦ７１００（海上）又はＡＢＦ

７１００（航空））の「延長後の納期限」欄に出力される。 

出力情報 出力情報コード 

一括納付書情報 （省略） 

一括納付用明細データ ＳＢＦ７４００（海上） 

ＡＢＦ７４００（航空） 

一括納付用明細総括データ ＣＢＦ７５００ 

※ 次の(ｲ)から(ﾊ)に掲げる申告を書面により行った場合、税関（収納担当部門）が徴収決定済額をシ

ステムに登録することにより、一括納付対象となる。なお、一括納付書情報等の配信先はシステム参

加の通関業者等であること。 

(1) 申請の撤回手続 

システムを使用した申請を撤回する場合、税関（受理部門）による審査終了までの間に、税関（受理部

門）にその旨を申し出たうえで、「ＮＡＣＣＳ登録情報変更申出」を税関（受理部門）に提出する。 

なお、「ＮＡＣＣＳ登録情報変更申出」については、この章第２節（汎用申請関係手続）に定める「汎

用申請」業務（業務コード：ＨＹＳ）により提出することもできる（後記（2）（書面手続への移行）で提

出する場合も同様。）。 

撤回が認められた場合は、税関（受理部門）により申請の差戻しがシステムに登録される（申請者に

「差戻し通知書」（出力情報コード：ＣＡＤ１２００）が配信される。）。 

(2) 書面手続への移行 

システムを使用した申請について、次のいずれかの事由によりシステムによって処理することができ

ない場合は、書面による手続に移行することとなる。 

イからハまで （同左） 

なお、書面による手続に移行する場合は、あらかじめ税関（受理部門）の了承を得たうえで、「ＮＡＣ

ＣＳ登録情報変更申出」及び「証明書交付申請書」（税関様式Ｃ第８０２０号）に、自動車通関証明書の

交付前であれば「自動車通関証明書交付申請控情報」（出力情報コード：ＣＡＤ１１７０）を、交付後で

あれば「自動車通関証明書」（出力情報コード：ＣＡＤ１２１０）を添付して、税関（受理部門）に提出

すること。 

第 30節 （同左） 

第３章 納税関係手続 

システムを使用して関税及び内国消費税（以下「関税等」という。）を納付する場合等の手続は、この 章の定

めるところによる。 

第１節 納税方法 

システムを使用して輸入（納税）申告、特例申告（期限内特例申告の訂正及び一括特例申告を含む。以下、

この章において同じ。）、修正申告又は石油石炭税納税申告（以下この節において「輸入（納税）申告等」とい

う。）を行った貨物について、関税法第９条の４（納付の手続）、国税通則法第 34条（納付の手続）、税関関係

法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第６条（輸出入等関連情報処理組織による関税

等の納付手続）及び税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第６条の２（輸出

入等関連情報処理組織による消費税等の納付手続）の規定により関税等を納付する場合並びに外国貿易船が開

港に入港した場合において、とん税法施行令第２条（申告書の記載事項及び納付の手続）及び特別とん税法施

行令第２条（とん税法施行令の準用）の規定によりとん税及び特別とん税を納付する場合の手続は、この節の

定めるところによる。 

１ （同左） 

２ 直納による納税 

 関税等の納付を直納により行う場合は次による。 

(1) （同左） 

(2) 出力情報の配信 

イ （同左） 

ロ 一括納付書情報等の配信 

納付方法を直納として後記(ｲ)から(ﾊ)に掲げる申告を行う場合は、当該申告に係る関税等は一括納

付対象となり、それぞれ併せて掲げる時点において、通関業者等に次の情報（以下この節において

「一括納付書情報等」という。）が配信される。 

なお、関税等の納期限は、一括納付書情報（出力情報コード：ＳＢＦ７１００（海上）又はＡＢＦ

７１００（航空））の「延長後の納期限」欄に出力される。 

出力情報 出力情報コード 

一括納付書情報 （同左） 

一括納付用明細データ ＳＢＦ７４０１（海上） 

ＡＢＦ７４０１（航空） 

一括納付用明細総括データ ＣＢＦ７５０１ 

※ 次の(ｲ)から(ﾊ)に掲げる申告を書面により行った場合、税関（収納担当部門）が徴収決定済額をシ

ステムに登録することにより、一括納付対象となる。なお、一括納付書情報等の配信先はシステム参

加の通関業者等であること。 
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改    正    後 改    正    前 

(ｲ)から(ﾊ)まで （省略） 

(3)及び(4) （省略） 

（参考） （省略） 

３ ＭＰＮ利用による納税 

 関税等の納付をＭＰＮ利用により行う場合は、次による。 

(1)から(3)まで （省略） 

(4) 出力情報の配信 

イ （省略） 

ロ 納付番号通知情報（一括）等の配信 

納付方法をＭＰＮ利用として前記２(2)ロ（一括納付書情報等の配信）の(ｲ)から(ﾊ)に掲げる申告

を行う場合、当該申告に係る関税等は一括納付対象となり、それぞれ併せて掲げる時点において、通

関業者等に次の情報（以下この節において「納付番号通知情報（一括）等」という。）が配信され

る。 

なお、関税等の納期限は、納付番号通知情報（一括）（出力情報コード：ＳＢＦ７２０１（海上）

又はＡＢＦ７２０１（航空））の「納期限」欄に出力される。 

出力情報 出力情報コード 

納付番号通知情報（一括） （省略） 

一括納付用明細データ ＳＢＦ７４００（海上） 

ＡＢＦ７４００（航空） 

一括納付用明細総括データ ＣＢＦ７５００ 

※ 前記２(2)ロ（一括納付書情報等の配信）の(ｲ)から(ﾊ)に掲げる申告を書面により行った場合、税

関（収納担当部門）が徴収決定済額をシステムに登録することにより、一括納付対象となる。なお、

一括納付書情報等の配信先はシステム参加の通関業者であること。 

(5) （省略） 

４ リアルタイム口座振替による納税 

関税等の納付をリアルタイム口座振替により行う場合は次による。 

 (1)から(5)まで （省略） 

(6) リアルタイム口座振替の方法 

納付方法をリアルタイム口座振替として次に掲げる申告を行う場合は、それぞれ併せて掲げる時点に

おいて、システムが保有する納税者等の口座から関税等の金額について引落とし処理が行われる。 

なお、口座残高不足等の理由により引落とし処理が完了しなかった場合の処理については、後記(8)

（口座残高不足の場合）を参照。 

イ 納税方式に即納を選択した申告の場合 

(ｲ) （省略） 

(ﾛ) 特例申告（特定日までに受理された場合） 

特例申告に係る関税等は一括納付対象となり、特定日の翌日、通関業者等に次の情報（以下この

節において「一括納付用明細書情報等」という。）が配信されたのち、当該特例申告の納期限日に

一括して引落とし処理が行われる。 

出力情報 出力情報コード 

一括納付用明細書情報 （省略） 

一括納付用明細データ ＳＢＦ７４００（海上） 

ＡＢＦ７４００（航空） 

一括納付用明細総括データ ＣＢＦ７５００ 

一括納付用明細書情報等は、税科目毎に海上航空識別、申告先税関官署コード、申告者の利用者

コード、輸入者コード、口座番号及び納期限が一致するものが集約される。 

引落とし処理が行われると、通関業者等に「特例申告口座一括引落とし結果通知情報」（出力情

報コード：ＳＡＦ５３１１（海上）又はＡＡＦ５３１１（航空））が配信される。 

なお、口座残高不足等により引落としが完了しなかった場合においても「特例申告口座一括引落

とし結果通知情報」（出力情報コード：ＳＡＦ５３１１（海上）又はＡＡＦ５３１１（航空））が配

信されるため、処理結果については「処理結果識別」欄を確認すること。 

(ﾊ)から(ﾍ)まで （省略） 

(ｲ)から(ﾊ)まで （同左） 

(3)及び(4) （同左） 

（参考） （同左） 

３ ＭＰＮ利用による納税 

 関税等の納付をＭＰＮ利用により行う場合は、次による。 

(1)から(3)まで （同左） 

(4) 出力情報の配信 

イ （同左） 

ロ 納付番号通知情報（一括）等の配信 

納付方法をＭＰＮ利用として前記２(2)ロ（一括納付書情報等の配信）の(ｲ)から(ﾊ)に掲げる申告

を行う場合、当該申告に係る関税等は一括納付対象となり、それぞれ併せて掲げる時点において、通

関業者等に次の情報（以下この節において「納付番号通知情報（一括）等」という。）が配信され

る。 

なお、関税等の納期限は、納付番号通知情報（一括）（出力情報コード：ＳＢＦ７２０１（海上）

又はＡＢＦ７２０１（航空））の「納期限」欄に出力される。 

出力情報 出力情報コード 

納付番号通知情報（一括） （同左） 

一括納付用明細データ ＳＢＦ７４０１（海上） 

ＡＢＦ７４０１（航空） 

一括納付用明細総括データ ＣＢＦ７５０１ 

※ 前記２(2)ロ（一括納付書情報等の配信）の(ｲ)から(ﾊ)に掲げる申告を書面により行った場合、税

関（収納担当部門）が徴収決定済額をシステムに登録することにより、一括納付対象となる。なお、

一括納付書情報等の配信先はシステム参加の通関業者であること。 

(5) （同左） 

４ リアルタイム口座振替による納税 

 関税等の納付をリアルタイム口座振替により行う場合は次による。 

(1)から(5)まで （同左） 

(6) リアルタイム口座振替の方法 

納付方法をリアルタイム口座振替として次に掲げる申告を行う場合は、それぞれ併せて掲げる時点に

おいて、システムが保有する納税者等の口座から関税等の金額について引落とし処理が行われる。 

なお、口座残高不足等の理由により引落とし処理が完了しなかった場合の処理については、後記(8)

（口座残高不足の場合）を参照。 

イ 納税方式に即納を選択した申告の場合 

(ｲ) （同左） 

(ﾛ) 特例申告（特定日までに受理された場合） 

特例申告に係る関税等は一括納付対象となり、特定日の翌日、通関業者等に次の情報（以下この

節において「一括納付用明細書情報等」という。）が配信されたのち、当該特例申告の納期限日に

一括して引落とし処理が行われる。 

出力情報 出力情報コード 

一括納付用明細書情報 （同左） 

一括納付用明細データ ＳＢＦ７４０１（海上） 

ＡＢＦ７４０１（航空） 

一括納付用明細総括データ ＣＢＦ７５０１ 

一括納付用明細書情報等は、税科目毎に海上航空識別、申告先税関官署コード、申告者の利用者

コード、輸入者コード、口座番号及び納期限が一致するものが集約される。 

引落とし処理が行われると、通関業者等に「特例申告口座一括引落とし結果通知情報」（出力情

報コード：ＳＡＦ５３１１（海上）又はＡＡＦ５３１１（航空））が配信される。 

なお、口座残高不足等により引落としが完了しなかった場合においても「特例申告口座一括引落

とし結果通知情報」（出力情報コード：ＳＡＦ５３１１（海上）又はＡＡＦ５３１１（航空））が配

信されるため、処理結果については「処理結果識別」欄を確認すること。 

(ﾊ)から(ﾍ)まで （同左） 
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改    正    後 改    正    前 

ロからニまで （省略） 

(7)及び(8) （省略） 

５及び６ （省略） 

７ 納税方式等の変更 

輸入(納税)申告等に係る納税方式、納付方法又はリアルタイム口座振替で利用する口座番号（以下この

節において「納税方式等」という。）を変更する場合は、次による。 

なお、納税方式等の変更は、関税等の納付前に限り行うことができるので留意すること。 

(1) （省略） 

(2) 納付方法の変更 

納付方法の変更は下表のとおり行うことができる。 

なお、直納からＭＰＮ利用又はリアルタイム口座振替に変更した場合であって、印刷済みの納付書が

ある場合は二重納付とならないよう、その取扱いに留意すること。 

○：通関業者等による変更 ●：税関による変更 

 変更後の納付方法 

直納 ＭＰＮ利用 
リアルタイム 

口座振替 

当
初
の
納
付
方
法 

直
納 

即納 － ● × 

納期限 

延長 
－ ● ○（注１） 

Ｍ
Ｐ
Ｎ
利
用 

即納 ● － × 

納期限 

延長 
● － ○ 

リ
ア
ル
タ
イ
ム 

口
座
振
替 

即納 
○（注２）／

●（注３） 

○（注２）／ 

●（注３） 
－ 

納期限 

延長 
○ ○ － 

（注１）から（注３）まで （省略） 

イ （省略） 

ロ 納税方式に納期限延長を選択した申告の場合 

輸入（納税申告）の場合、輸入申告等に係る許可等までの間（ＢＰ承認申請の場合はＩＢＰに係る審

査終了までの間）、あらかじめ輸入申告等を行った税関（通関担当部門）の了承を得たうえで、税関手

続関連（海上編又は航空編）-通関関係手続-第１章第１節４（輸入申告等事項の変更）及び５（輸入申

告等変更）により変更を行うことができる。 

特例申告の場合、特定日又は特例申告の提出期限日までの間、税関手続関連（海上編又は航空編）-

通関関係手続-第１章第３節４（特例申告等訂正事項の登録）及び５（特例申告等の訂正）により変更

を行うことができる。 

石油石炭税納税申告の場合、申告が受理されると変更できない。なお、申告の受理前であれば税関手

続関連（共通編）-共通手続-第２章第 28節２（石油石炭税納税申告事項の訂正）及び３（石油石炭税

納税申告）により変更を行うことができる。 

前記によらず納付方法の変更を行う場合は、次の場合に限り行うことができる。 

(ｲ) （省略） 

(ﾛ) 直納又はＭＰＮ利用からリアルタイム口座振替への変更 

次によりリアルタイム口座振替への変更を行う。なお、延長後の納期限日による自動の引落とし

処理を利用する場合は、当該納期限日の前日まで（注１）に実施する必要があるので留意すること

（注２）。 

（注１）及び（注２） （省略） 

ロからニまで （同左） 

(7)及び(8) （同左） 

５及び６ （同左） 

７ 納税方式等の変更 

輸入(納税)申告等に係る納税方式、納付方法又はリアルタイム口座振替で利用する口座番号（以下この

節において「納税方式等」という。）を変更する場合は、次による。 

なお、納税方式等の変更は、関税等の納付前に限り行うことができるので留意すること。 

(1) （同左） 

(2) 納付方法の変更 

納付方法の変更は下表のとおり行うことができる。 

なお、直納からＭＰＮ利用又はリアルタイム口座振替に変更した場合であって、印刷済みの納付書が

ある場合は二重納付とならないよう、その取扱いに留意すること。 

○：通関業者等による変更 ●：税関による変更 

 変更後の納付方法 

直納 ＭＰＮ利用 
リアルタイム 

口座振替 

当
初
の
納
付
方
法 

直
納 

即納 － ● × 

納期限 

延長 
－ ● ○（注１） 

Ｍ
Ｐ
Ｎ
利
用 

即納 ● － × 

納期限 

延長 
● － ○ 

リ
ア
ル
タ
イ
ム 

口
座
振
替 

即納 
○（注２）／

●（注３） 

○（注２）／ 

●（注３） 
－ 

納期限 

延長 
○ ○ － 

（注１）から（注３）まで （同左） 

イ （同左） 

ロ 納税方式に納期限延長を選択した申告の場合 

輸入（納税申告）の場合、輸入申告等に係る許可等までの間（ＢＰ承認申請の場合はＩＢＰに係る審

査終了までの間）、あらかじめ輸入申告等を行った税関（通関担当部門）の了承を得たうえで、税関手

続関連（海上編又は航空編）-通関関係手続-第１章第１節４（輸入申告等事項の変更）及び５（輸入申

告等変更）により変更を行うことができる。 

特例申告の場合、特定日又は特例申告の提出期限日までの間、税関手続関連（海上編又は航空編）-

通関関係手続-第１章第３節４（特例申告等訂正事項の登録）及び５（特例申告等の訂正）により変更

を行うことができる。 

石油石炭税納税申告の場合、申告が受理されると変更できない。なお、申告の受理前であれば税関手

続関連（共通編）-共通手続-第２章第 28節２（石油石炭税納税申告事項の訂正）及び３（石油石炭税

納税申告）により変更を行うことができる。 

前記によらず納付方法の変更を行う場合は、次の場合に限り行うことができる。 

(ｲ) （同左） 

(ﾛ) 直納又はＭＰＮ利用からリアルタイム口座振替への変更 

次によりリアルタイム口座振替への変更を行う。なお、延長後の納期限日による自動の引落とし

処理を利用する場合は、当該納期限日の前日まで（注１）に実施する必要があるので留意すること

（注２）。 

（注１）及び（注２） （同左） 
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改    正    後 改    正    前 

Ａ 直納からリアルタイム口座振替への変更 

税関（収納担当部門）にリアルタイム口座振替への変更を申し出る。その際、印刷済みの納付書

又は一括納付書があるときはこれを提出する。 

リアルタイム口座振替への変更が認められた場合は、通関業者等が「納期限延長納付方法等変

更（口座）」業務（業務コード：ＫＺＨ）を利用して、前記４(6) ハ（納期限日前にリアルタイム

口座振替による納付を行う場合）による事項（「処理種別」欄：「Ａ」（納付方法変更））を入力し送

信する。 

これにより、システム処理が保留となるが、税関（収納担当部門）が実施する「納期限延長納付

方法変更(口座）保留解除)」業務（業務コード：ＣＫＺ）により納付方法がリアルタイム口座振替

に変更されるとともに、通関業者等に「納付方法変更保留解除通知情報」（出力情報コード：ＣＡ

Ｆ２０２０）が配信される。 

◎ 留意事項 

一括納付にまとめられた納期限延長（包括納期限延長又は特例申告納期限延長）において、

「納期限延長納付方法等変更（口座）」業務（業務コード：ＫＺＨ）を利用して、一部の申告に

係る関税等をリアルタイム口座振替に変更する場合、当該関税等が一括納付から分離され、一

括納付の金額が変更されることになる。 

この場合、変更された金額の「一括納付書情報」（出力情報コード：ＳＢＦ７１００（海上）又

はＡＢＦ７１００（航空））については、「納付書再出力」業務（業務コード：ＲＮＦ）を利用し

て取得する必要がある。また、変更された金額の「納付番号通知情報（一括）」（出力情報コード：

ＳＢＦ７２０１（海上）又はＡＢＦ７２０１（航空））は、保留解除を行った税関（収納担当部門）

から交付を受ける。 

Ｂ (省略) 

(ﾊ) （省略） 

(3) （省略） 

第２節から第５節まで （省略） 

第４章 照会関係手続 

システムを使用した手続き等の内容等を照会する場合は、この章の定めるところによる。 

第１節及び第２節 （省略） 

第３節 通関関係照会手続 

１から 27まで （省略） 

［付表３－１－１］から［付表３－３－１］まで （省略） 

［付表３－４－１］ＩＩＤ「輸入申告等照会情報」出力事項 

＜共通部＞ 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（省略） 

79 貿易管理令 
輸入貿易管理令第３条

等識別 

Ｗ 

ワシントン条約附属書ⅠからⅢ

に該当する輸入許可書又は各種

証明書等を取得している場合

で、Ｔ以外のもの 

Ｃ 

公表を行う告示三－７（10）及

び三－８（通関時確認品目）の

規定により、税関に提出すべき

書類がある場合で、写しによる

提出が認められているもの 

Ｔ 

公表を行う告示三－８（通関時

確認品目）の規定により、税関

に提出すべき書類がある場合

で、Ｗ及びＣ以外のもの 

Ａ 直納からリアルタイム口座振替への変更 

税関（収納担当部門）にリアルタイム口座振替への変更を申し出る。その際、印刷済みの納付書

又は一括納付書があるときはこれを提出する。 

リアルタイム口座振替への変更が認められた場合は、通関業者等が「納期限延長納付方法等変

更（口座）」業務（業務コード：ＫＺＨ）を利用して、前記４(6) ハ（納期限日前にリアルタイム

口座振替による納付を行う場合）による事項（「処理種別」欄：「Ａ」（納付方法変更））を入力し送

信する。 

これにより、システム処理が保留となるが、税関（収納担当部門）が実施する「納期限延長納付

方法変更(口座）保留解除)」業務（業務コード：ＣＫＺ）により納付方法がリアルタイム口座振替

に変更されるとともに、通関業者等に「納付方法変更保留解除通知情報」（出力情報コード：ＳＡ

Ｆ２０２０（海上）又はＡＡＦ２０２０（航空）が配信される。 

◎ 留意事項 

一括納付にまとめられた納期限延長（包括納期限延長又は特例申告納期限延長）において、

「納期限延長納付方法等変更（口座）」業務（業務コード：ＫＺＨ）を利用して、一部の申告に

係る関税等をリアルタイム口座振替に変更する場合、当該関税等が一括納付から分離され、一

括納付の金額が変更されることになる。 

この場合、変更された金額の「一括納付書情報」（出力情報コード：ＳＢＦ７１００（海上）又

はＡＢＦ７１００（航空））については、「納付書再出力」業務（業務コード：ＲＮＦ）を利用し

て取得する必要がある。また、変更された金額の「納付番号通知情報（一括）」（出力情報コード：

ＳＢＦ７２０１（海上）又はＡＢＦ７２０１（航空））は、保留解除を行った税関（収納担当部門）

から交付を受ける。 

Ｂ (同左) 

(ﾊ) （同左） 

(3) （同左） 

第２節から第５節まで （同左） 

第４章 照会関係手続 

システムを使用した手続き等の内容等を照会する場合は、この章の定めるところによる。 

第１節及び第２節 （同左） 

第３節 通関関係照会手続 

１から 27まで （同左） 

［付表３－１－１］から［付表３－３－１］まで （同左） 

［付表３－４－１］ＩＩＤ「輸入申告等照会情報」出力事項 

＜共通部＞ 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（同左） 

79 貿易管理令 
輸入貿易管理令第３条

等識別 

Ｗ 

ワシントン条約附属書ⅠからⅢ

に該当する輸入許可書又は各種

証明書等を取得している場合 

 

Ｃ 

公表を行う告示三－７（10）及

び三－８（通関時確認品目）の

規定により、税関に提出すべき

書類がある場合で、写しによる

提出が認められているもの 

Ｔ 

公表を行う告示三－８（通関時

確認品目）の規定により、税関

に提出すべき書類がある場合

で、Ｗ及びＣ以外のもの 
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改    正    後 改    正    前 

※ワシントン条約附属書Ⅲに掲

げる種の申告において、公表を

行う告示三－８（４）の表の上

欄に掲げる当該動物又は植物の

原産地のうち、当該動物又は植

物を附属書Ⅲに掲げた国を除く

国又は地域に該当する場合も当

該コードを入力 

Ｇ 

公表を行う告示三（三－７

（10）及び三－８を除く。）の規

定により、税関に提出すべき書

類がある場合で、Ｗ以外のもの 

Ｋ 
その他、公表を行う告示に係る

証明等を税関に提出する場合 

Ｕ 

輸入貿易管理令別表第１の第 20

号に該当するため、税関に提示

する国際連合教育科学文化機関

が発行したユネスコクーポン配

給証明書を提出する場合 

Ｏ その他 

（省略） 

＜欄部＞ （省略） 

［付表３－４－２］ＩＩＤ「輸入申告等照会（輸出入者用）情報」出力事項 

＜共通部＞ 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（省略） 

78 貿易管理令 
輸入貿易管理令第３

条等識別 

Ｗ 

ワシントン条約附属書ⅠからⅢ

に該当する輸入許可書又は各種

証明書等を取得している場合で、

Ｔ以外のもの 

Ｃ 

公表を行う告示三－７（10）及び

三－８（通関時確認品目）の規定

により、税関に提出すべき書類が

ある場合で、写しによる提出が認

められているもの 

Ｔ 

公表を行う告示三－８（通関時確

認品目）の規定により、税関に提

出すべき書類がある場合で、Ｗ及

びＣ以外のもの 

※ワシントン条約附属書Ⅲに掲

げる種の申告において、公表を行

う告示三－８（４）の表の上欄に

掲げる当該動物又は植物の原産

地のうち、当該動物又は植物を附

属書Ⅲに掲げた国を除く国又は

地域に該当する場合も当該コー

ドを入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ 

公表を行う告示三（三－７

（10）及び三－８を除く。）の規

定により、税関に提出すべき書

類がある場合で、Ｗ以外のもの 

Ｋ 
その他、公表を行う告示に係る

証明等を税関に提出する場合 

Ｕ 

輸入貿易管理令別表第１の第 20

号に該当するため、税関に提示

する国際連合教育科学文化機関

が発行したユネスコクーポン配

給証明書を提出する場合 

Ｏ その他 

（同左） 

＜欄部＞ （同左） 

［付表３－４－２］ＩＩＤ「輸入申告等照会（輸出入者用）情報」出力事項 

＜共通部＞ 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（同左） 

78 貿易管理令 
輸入貿易管理令第３

条等識別 

Ｗ 

ワシントン条約附属書ⅠからⅢ

に該当する輸入許可書又は各種

証明書等を取得している場合 

 

Ｃ 

公表を行う告示三－７（10）及び

三－８（通関時確認品目）の規定

により、税関に提出すべき書類が

ある場合で、写しによる提出が認

められているもの 

Ｔ 

公表を行う告示三－８（通関時確

認品目）の規定により、税関に提

出すべき書類がある場合で、Ｗ及

びＣ以外のもの 
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改    正    後 改    正    前 

Ｇ 

公表を行う告示三（三－７（10）

及び三－８を除く。）の規定によ

り、税関に提出 

すべき書類がある場合で、Ｗ以外

のもの 

Ｋ 
その他、公表を行う告示に係る証

明等を税関に提出する場合 

Ｕ 

輸入貿易管理令別表第１の第 20

号に該当するため、税関に提示す

る国際連合教育科学文化機関が

発行したユネスコクーポン配給

証明書を提出する場合 

Ｏ その他 

（省略） 

＜欄部＞ （省略） 

［付表３－４－３］ＩＩＤ「輸入（引取）申告照会情報」出力事項 

＜共通部＞ 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（省略） 

80 貿易管理令 
輸入貿易管理令第３条

等識別 

Ｗ 

ワシントン条約附属書ⅠからⅢ

に該当する輸入許可書又は各種

証明書等を取得している場合

で、Ｔ以外のもの 

Ｃ 

公表を行う告示三－７（10）及

び三－８（通関時確認品目）の

規定により、税関に提出すべき

書類がある場合で、写しによる

提出が認められているもの 

Ｔ 

公表を行う告示三－８（通関時

確認品目）の規定により、税関

に提出すべき書類がある場合

で、Ｗ及びＣ以外のもの 

※ワシントン条約附属書Ⅲに掲

げる種の申告において、公表を

行う告示三－８（４）の表の上

欄に掲げる当該動物又は植物の

原産地のうち、当該動物又は植

物を附属書Ⅲに掲げた国を除く

国又は地域に該当する場合も当

該コードを入力 

Ｇ 

公表を行う告示三（三－７

（10）及び三－８を除く。）の

規定により、税関に提出すべき

書類がある場合で、Ｗ以外のも

の 

Ｋ 
その他、公表を行う告示に係る

証明等を税関に提出する場合 

Ｕ 
輸入貿易管理令別表第１の第 20

号に該当するため、税関に提示

Ｇ 

公表を行う告示三（三－７（10）

及び三－８を除く。）の規定によ

り、税関に提出 

すべき書類がある場合で、Ｗ以外

のもの 

Ｋ 
その他、公表を行う告示に係る証

明等を税関に提出する場合 

Ｕ 

輸入貿易管理令別表第１の第 20

号に該当するため、税関に提示す

る国際連合教育科学文化機関が

発行したユネスコクーポン配給

証明書を提出する場合 

Ｏ その他 

（同左） 

＜欄部＞ （同左） 

［付表３－４－３］ＩＩＤ「輸入（引取）申告照会情報」出力事項 

＜共通部＞ 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（同左） 

80 貿易管理令 
輸入貿易管理令第３条

等識別 

Ｗ 

ワシントン条約附属書ⅠからⅢ

に該当する輸入許可書又は各種 

証明書等を取得している場合 

 

Ｃ 

公表を行う告示三－７（10）及

び三－８（通関時確認品目）の

規定により、税関に提出すべき

書類がある場合で、写しによる

提出が認められているもの 

Ｔ 

公表を行う告示三－８（通関時

確認品目）の規定により、税関

に提出すべき書類がある場合

で、Ｗ及びＣ以外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ 

公表を行う告示三（三－７

（10）及び三－８を除く。）の

規定により、税関に提出すべき

書類がある場合で、Ｗ以外のも

の 

Ｋ 
その他、公表を行う告示に係る

証明等を税関に提出する場合 

Ｕ 
輸入貿易管理令別表第１の第 20

号に該当するため、税関に提示
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改    正    後 改    正    前 

する国際連合教育科学文化機関

が発行したユネスコクーポン配

給証明書を提出する場合 

Ｏ その他 

（省略） 

＜欄部＞ （省略） 

［付表３－４－４］ＩＩＤ「特例申告照会情報」出力事項 

＜共通部＞ 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（省略） 

62 貿易管理令 
輸入貿易管理令第３条

等識別 

Ｗ 

ワシントン条約附属書ⅠからⅢに

該当する輸入許可書又は各種証明

書等を取得している場合で、Ｔ以

外のもの 

Ｃ 

公表を行う告示三－７（10）及び三

－８（通関時確認品目）の規定によ

り、税関に提出すべき書類がある

場合で、写しによる提出が認めら

れているもの 

Ｔ 

公表を行う告示三－８（通関時確

認品目）の規定により、税関に提出

すべき書類がある場合で、Ｗ及び

Ｃ以外のもの 

※ワシントン条約附属書Ⅲに掲げ

る種の申告において、公表を行う

告示三－８（４）の表の上欄に掲げ

る当該動物又は植物の原産地のう

ち、当該動物又は植物を附属書Ⅲ

に掲げた国を除く国又は地域に該

当する場合も当該コードを入力 

Ｇ 

公表を行う告示三（三－７（10）及

び三－８を除く。）の規定により、

税関に提出すべき書類がある場合

で、Ｗ以外のもの 

Ｋ 
その他、公表を行う告示に係る証

明等を税関に提出する場合 

Ｕ 

輸入貿易管理令別表第１の第 20号

に該当するため、税関に提示する

国際連合教育科学文化機関が発行

したユネスコクーポン配給証明書

を提出する場合 

Ｏ その他 

（省略） 

＜欄部＞ （省略） 

［付表３－４－５］ＩＩＤ「特例申告照会（輸出入者用）情報」出力事項 

＜共通部＞ 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（省略） 

する国際連合教育科学文化機関

が発行したユネスコクーポン配

給証明書を提出する場合 

Ｏ その他 

（同左） 

＜欄部＞ （同左） 

［付表３－４－４］ＩＩＤ「特例申告照会情報」出力事項 

＜共通部＞ 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（同左） 

62 貿易管理令 
輸入貿易管理令第３条

等識別 

Ｗ 

ワシントン条約附属書ⅠからⅢに

該当する輸入許可書又は各種証明

書等を取得している場合 

 

Ｃ 

公表を行う告示三－７（10）及び三

－８（通関時確認品目）の規定によ

り、税関に提出すべき書類がある

場合で、写しによる提出が認めら

れているもの 

Ｔ 

公表を行う告示三－８（通関時確

認品目）の規定により、税関に提出

すべき書類がある場合で、Ｗ及び

Ｃ以外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ 

公表を行う告示三（三－７（10）及

び三－８を除く。）の規定により、

税関に提出すべき書類がある場合

で、Ｗ以外のもの 

Ｋ 
その他、公表を行う告示に係る証

明等を税関に提出する場合 

Ｕ 

輸入貿易管理令別表第１の第 20号

に該当するため、税関に提示する

国際連合教育科学文化機関が発行

したユネスコクーポン配給証明書

を提出する場合 

Ｏ その他 

（同左） 

＜欄部＞ （同左） 

［付表３－４－５］ＩＩＤ「特例申告照会（輸出入者用）情報」出力事項 

＜共通部＞ 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（同左） 
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改    正    後 改    正    前 

61 貿易管理令 
輸入貿易管理令第３

条等識別 

Ｗ 

ワシントン条約附属書ⅠからⅢ

に該当する輸入許可書又は各種

証明書等を取得している場合

で、Ｔ以外のもの 

Ｃ 

公表を行う告示三－７（10）及

び三－８（通関時確認品目）の

規定により、税関に提出すべき

書類がある場合で、写しによる

提出が認められているもの 

Ｔ 

公表を行う告示三－８（通関時

確認品目）の規定により、税関

に提出すべき書類がある場合

で、Ｗ及びＣ以外のもの 

※ワシントン条約附属書Ⅲに掲

げる種の申告において、公表を

行う告示三－８（４）の表の上

欄に掲げる当該動物又は植物の

原産地のうち、当該動物又は植

物を附属書Ⅲに掲げた国を除く

国又は地域に該当する場合も当

該コードを入力 

Ｇ 

公表を行う告示三（三－７（10）

及び三－８を除く。）の規定によ

り、税関に提出すべき書類があ

る場合で、Ｗ以外のもの 

Ｋ 
その他、公表を行う告示に係る

証明等を税関に提出する場合 

Ｕ 

輸入貿易管理令別表第１の第

20号に該当するため、税関に提

示する国際連合教育科学文化機

関が発行したユネスコクーポン

配給証明書を提出する場合 

Ｏ その他 

（省略） 

＜欄部＞ （省略） 

［付表３－４－６］から［付表３－30－１］まで （省略） 

［付表３－31－１］ＩＭＴ「自動車通関証明書交付申請情報照会」出力事項 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（省略） 

７ 申請条件 申請条件 
Ｋ 開庁時申請の登録 

（空 白） 開庁時申請の登録以外 

８ 申請者コード 申請者コード （利用者コード）  

９ 申請者氏名 申請者氏名   

10 申請者住所 申請者住所   

11 
証明書を必要とする

事由 

証明書を必要とする

事由 

１ 自動車等登録手続きのため 

２ 
自動車通関証明書を紛失し

たため 

３ その他 

12 自動車通関証明区分 自動車通関証明区分 Ｃ 自動車 

61 貿易管理令 
輸入貿易管理令第３

条等識別 

Ｗ 

ワシントン条約附属書ⅠからⅢ

に該当する輸入許可書又は各種

証明書等を取得している場合 

 

Ｃ 

公表を行う告示三－７（10）及

び三－８（通関時確認品目）の

規定により、税関に提出すべき

書類がある場合で、写しによる

提出が認められているもの 

Ｔ 

公表を行う告示三－８（通関時

確認品目）の規定により、税関

に提出すべき書類がある場合

で、Ｗ及びＣ以外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ 

公表を行う告示三（三－７（10）

及び三－８を除く。）の規定によ

り、税関に提出すべき書類があ

る場合で、Ｗ以外のもの 

Ｋ 
その他、公表を行う告示に係る

証明等を税関に提出する場合 

Ｕ 

輸入貿易管理令別表第１の第20

号に該当するため、税関に提示

する国際連合教育科学文化機関

が発行したユネスコクーポン配

給証明書を提出する場合 

Ｏ その他 

（同左） 

＜欄部＞ （同左） 

［付表３－４－６］から［付表３－30－１］まで （同左） 

［付表３－31－１］ＩＭＴ「自動車通関証明書交付申請情報照会」出力事項 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（同左） 

（新規） 

７ 申請者コード 申請者コード （利用者コード）  

８ 申請者氏名 申請者氏名   

９ 申請者住所 申請者住所   

10 
証明書を必要とする

事由 

証明書を必要とする

事由 

１ 自動車等登録手続きのため 

２ 
自動車通関証明書を紛失し

ため 

３ その他 

11 自動車通関証明区分 自動車通関証明区分 Ｃ 自動車 
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改    正    後 改    正    前 

Ａ 自動二輪 

13 証明書の枚数区分 証明書の枚数区分 
Ｓ 個別（１枚の帳票に１台分） 

Ｍ 複数（１枚の帳票に複数台） 

14 手数料の金額 手数料の金額   

15 納付方法 納付方法 

Ｓ 印紙による納付 

Ｒ 電子納付 

Ｃ 現金納付 

16 
手数料免除申請の有

無 

手数料免除申請の有

無 

Ｙ 手数料免除申請有り 

（空 白） 手数料免除申請無し 

17 免除を受ける額 免除を受ける額   

18 免除を受ける理由 免除を受ける理由   

19 輸入許可年月日 輸入許可年月日   

20 輸入申告番号 輸入申告番号   

21 輸入者氏名／左 輸入者コード 
（輸出入者コー

ド） 
 

22 輸入者氏名／右 輸入者氏名   

23 輸入者住所／上段左 輸入者郵便番号   

24 輸入者住所／上段中 
輸入者住所１（都道府

県） 
  

25 輸入者住所／上段右 
輸入者住所２（市区町

村（行政区名）） 
  

26 輸入者住所／中段 
輸入者住所３（町域名

・番地） 
  

27 輸入者住所／下段 
輸入者住所４（ビル名

ほか） 
  

28 
輸入申告の代理人コ

ード 

輸入申告の代理人コ

ード 
（利用者コード）  

29 
輸入申告の代理人氏

名 

輸入申告の代理人氏

名 
  

30 
輸入申告の代理人住

所 

輸入申告の代理人住

所 
  

31 譲渡人氏名 譲渡人氏名   

以下32から37までの項目は、最大30欄まで繰り返し出力される。 

32 証明書発給番号 証明書発給番号   

33 車名 車名   

34 型式 型式   

35 形状 形状   

36 車台番号 車台番号   

37 備考 備考   

第４節から第６節まで （省略） 

第７節 通関関係照会手続 

１から５まで （省略） 

６ 時間外執務要請届内容照会 

(1) （省略） 

(2) 照会可能者 

税関、航空会社、航空貨物代理店、通関業、機用品業、保税蔵置場、船会社、船舶代理店、ＣＹ、輸出

入者、ＮＶＯＣＣ、海貨業、汎用申請者 

(3) 照会の方法 

「時間外執務要請届照会」業務（業務コード：ＩＯＳ）を利用して、次の事項を入力し送信する。 

Ａ 自動二輪 

12 証明書の枚数区分 証明書の枚数区分 
Ｓ 個別（１枚の帳票に１台分） 

Ｍ 複数（１枚の帳票に複数台） 

13 手数料の金額 手数料の金額   

14 納付方法 納付方法 

Ｓ 印紙による納付 

Ｒ 電子納付 

Ｃ 現金納付 

15 
手数料免除申請の有

無 

手数料免除申請の有

無 

Ｙ 手数料免除申請有り 

（空白） 手数料免除申請無し 

16 免除を受ける額 免除を受ける額   

17 免除を受ける理由 免除を受ける理由   

18 輸入許可年月日 輸入許可年月日   

19 輸入申告番号 輸入申告番号   

20 輸入者氏名／左 輸入者コード 
（輸出入者コー

ド） 
 

21 輸入者氏名／右 輸入者氏名   

22 輸入者住所／上段左 輸入者郵便番号   

23 輸入者住所／上段中 
輸入者住所１（都道府

県） 
  

24 輸入者住所／上段右 
輸入者住所２（市区町

村（行政区名）） 
  

25 輸入者住所／中段 
輸入者住所３（町域名

・番地） 
  

26 輸入者住所／下段 
輸入者住所４（ビル名

ほか） 
  

27 
輸入申告の代理人コ

ード 

輸入申告の代理人コ

ード 
（利用者コード）  

28 
輸入申告の代理人氏

名 

輸入申告の代理人氏

名 
  

29 
輸入申告の代理人住

所 

輸入申告の代理人住

所 
  

30 譲渡人氏名 譲渡人氏名   

以下31から36までの項目は、最大30欄まで繰り返し出力される。 

31 証明書発給番号 証明書発給番号   

32 車名 車名   

33 型式 型式   

34 形状 形状   

35 車台番号 車台番号   

36 備考 備考   

第４節から第６節まで （同左） 

第７節 通関関係照会手続 

１から５まで （同左） 

６ 時間外執務要請届内容照会 

(1) （同左） 

(2) 照会可能者 

税関、航空会社、航空貨物代理店、通関業、機用品業、保税蔵置場、船会社、船舶代理店、ＣＹ、ＮＶ

ＯＣＣ、海貨業、汎用申請者 

(3) 照会の方法 

「時間外執務要請届照会」業務（業務コード：ＩＯＳ）を利用して、次の事項を入力し送信する。 
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改    正    後 改    正    前 

［１］届出種別コード（「届出種別」欄） 

次の区分に応じたコードを入力する。 

「届出番号」欄を入力する場合は、入力不可。 

区 分 コード 

（省略） 

別送品（24時間提出可能） Ｆ 

収納 Ｇ 

［２］及び［３］ （省略） 

(4) （省略） 

７から 15まで （省略） 

［付表７－１－１］から［付表７－５－２］まで （省略） 

［付表７－６－１］ＩＯＳ「時間外執務要請届内容照会情報Ａ」出力事項 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（省略） 

４ 届出種別 届出種別コード 

Ａ 通関 

Ｂ 保税 

Ｃ 監視 

Ｄ 別送品 

Ｅ 通関（24時間提出可能） 

Ｆ 別送品（24時間提出可能） 

Ｇ 収納 

（省略） 

［付表７－６－２］ＩＯＳ「時間外執務要請届内容照会情報Ｂ」出力事項 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

１ 届出種別 届出種別コード 

Ａ 通関 

Ｂ 保税 

Ｃ 監視 

Ｄ 別送品 

Ｅ 通関（24時間提出可能） 

Ｆ 別送品（24時間提出可能） 

Ｇ 収納 

（省略） 

［付表７－７－１］から［付表７－９－１］まで （省略） 

［付表７－10－１］ＩＲＰ「手数料納付状況照会情報」出力事項 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（省略） 

９ 納付状況 納付状況 

ＲＥ：登録依頼中  

ＮＰ：未納付  

ＤＬ：手数料情報

取消 
 

ＲＰ：納付済  

ＦＣ：強制消込済  

ＣＨ：変更済  

ＷＴ：納付済・翌

開庁待ち 
 

（省略） 

［１］届出種別コード（「届出種別」欄） 

次の区分に応じたコードを入力する。 

「届出番号」欄を入力する場合は、入力不可。 

区 分 コード 

（同左） 

（同左） 

（新規） 

［２］及び［３］ （同左） 

(4) （同左） 

７から 15まで （同左） 

［付表７－１－１］から［付表７－５－２］まで （同左） 

［付表７－６－１］ＩＯＳ「時間外執務要請届内容照会情報Ａ」出力事項 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（同左） 

４ 届出種別 届出種別コード 
（同左） 

（新規） 

（同左） 

［付表７－６－２］ＩＯＳ「時間外執務要請届内容照会情報Ｂ」出力事項 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

１ 届出種別 届出種別コード 
（同左） 

（新規） 

（同左） 

［付表７－７－１］から［付表７－９－１］まで （同左） 

［付表７－10－１］ＩＲＰ「手数料納付状況照会情報」出力事項 

項

番 
画面欄名 出力項目 出力コード 内容・出力条件 

（同左） 

９ 納付状況 納付状況 

登録依頼中  

未納付  

手数料情報取消  

納付済み  

強制消込済み  

変更済み  

（新規）  

（同左） 
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改    正    後 改    正    前 

［付表７－11－１］から［付表７－16－3］まで （省略） 

 

［付表７－11－１］から［付表７－16－3］まで （同左） 

 

 


